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平成２７年陸別町議会３月定例会会議録（第４号）

招 集 の 場 所 陸 別 町 役 場 議 場

開 閉 会 日 時 開会 平成27年３月16日 午前10時00分 議 長 宮 川 寛

及 び 宣 告 閉会 平成27年３月16日 午後２時32分 議 長 宮 川 寛

応（不応）招議 議席 出席等 議席 出席等
員及び出席並 氏 名 氏 名
びに欠席議員 番号 の 別 番号 の 別

出席 ７人 １ 本 田 学 ○ ８ 宮 川 寛 ○

欠席 ０人 ２ 古 田 英 一 ○

凡例 ３ 多 胡 裕 司 ○

○ 出席を示す ４ 野 尻 秀 隆 ○

▲ 欠席を示す ５

× 不応招を示す ６ 村 松 正 敏 ○

▲○公 公務欠席を示す ７ 河 瀬 洋 美 ○

会議録署名議員 多 胡 裕 司 野 尻 秀 隆

職務のため議場に 事務局長 書 記
出席した者の職氏名 吉 田 功 吉 田 利 之

法第１２１条の規定 町 長 金 澤 紘 一 教 育 委 員 長 石 橋 勉

により出席した者の 監 査 委 員 飯 尾 清 農業委員会長（議員兼職） 多 胡 裕 司

職氏名

町長の委任を受けて 副 町 長 佐々木 敏 治 会 計 管 理 者 芳 賀 均

出席した者の職氏名 総 務 課 長 早 坂 政 志 町 民 課 長 (芳 賀 均)

産業振興課長 副 島 俊 樹 建 設 課 長 高 橋 豊

保健福祉センター次長 丹 野 景 広 国保関寛斎診療所事務長 ( 丹 野 景 広 )

総 務 課 主 幹 空 井 猛 壽

教育委員長の委任を 教 育 長 野 下 純 一 教 委 次 長 有 田 勝 彦

受けて出席した者の

職氏名

農業委員会会長の 農委事務局長 棟 方 勝 則

委任を受けて出席し

た者の職氏名

議 事 日 程 別紙のとおり

会 議 に 付 し た 事 件 別紙のとおり

会 議 の 経 過 別紙のとおり
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◎議事日程

日程 議 案 番 号 件 名

１ 会議録署名議員の指名

２ 議案第２０号 平成２７年度陸別町一般会計予算

３ 議案第２１号 平成２７年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計予算

平成２７年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計
４ 議案第２２号

予算

５ 議案第２３号 平成２７年度陸別町簡易水道事業特別会計予算

６ 議案第２４号 平成２７年度陸別町公共下水道事業特別会計予算

７ 議案第２５号 平成２７年度陸別町介護保険事業勘定特別会計予算

８ 議案第２６号 平成２７年度陸別町後期高齢者医療特別会計予算

「外形標準課税」の適用拡大に反対する要望意見書の提出に
９ 意見書案第１号

ついて

１０ 意見書案第２号 ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る意見書の提出について

１１ 意見書案第３号 農協関係法制度の見直しに関する意見書の提出について

１２ 委員会の閉会中の継続調査について

◎会議に付した事件

議事日程のとおり
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開議 午前１０時００分

────────────────────────────────────

◎諸般の報告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 諸般の報告を行います。

議会関係諸般の報告については、諸般報告つづりのとおりでありますので御了承願いま

す。

────────────────────────────────────

◎開議宣告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） これから、本日の会議を開きます。

────────────────────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、３番多胡議員、４番野尻議員を指名します。

────────────────────────────────────

◎日程第２ 議案第２０号平成２７年度陸別町一般会計予算

◎日程第３ 議案第２１号平成２７年度陸別町国民健康保険事業勘定

特別会計予算

◎日程第４ 議案第２２号平成２７年度陸別町国民健康保険直営診療

施設勘定特別会計予算

◎日程第５ 議案第２３号平成２７年度陸別町簡易水道事業特別会計

予算

◎日程第６ 議案第２４号平成２７年度陸別町公共下水道事業特別会

計予算

◎日程第７ 議案第２５号平成２７年度陸別町介護保険事業勘定特別

会計予算

◎日程第８ 議案第２６号平成２７年度陸別町後期高齢者医療特別会

計予算

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 第３日目に引き続き、日程第２ 議案第２０号平成２７年度陸別

町一般会計予算から日程第８ 議案第２６号平成２７年度陸別町後期高齢者医療特別会計

予算まで７件を一括議題とします。

なお、説明を既に終えておりますので、各議案の質疑、討論、採決となります。

これから、議案第２０号の質疑を行います。
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初めに、第１条、歳入歳出予算のうち、歳出の逐条質疑を行います。

歳出の事項別明細書は、３５ページからを参照してください。なお、消防費に関して

は、１６７ページから１７０ページまでの消防費負担金内訳も参考にしてください。

１款議会費３５ページから２款総務費１項総務管理費１目一般管理費４１ページ下段ま

で。

１番本田議員。

○１番（本田 学君） ４１ページ、１目一般管理費の右下の地方公共団体情報システム

機構ということで、マイナンバー制度でございます。資料の２９の１からが説明になって

いるのですが、町民の間ではこれからどうなっていくのだという、ちょっともう少し詳し

い部分があるのかなと。僕自身の考えとして、これがずっと延長沿いには保険証だとかい

ろいろなことがこれに集約されたりとか、あと顔写真がどのようにして撮られていったり

というこれからのちょっと、もう少し詳しくわかりやすく説明していただければと思いま

す。

○議長（宮川 寛君） 芳賀町民課長。

○町民課長（芳賀 均君） それでは、私のほうからマイナンバー制度について説明を申

し上げたいと思います。

お手元の議案説明書の２９の１をごらんいただきたいと思います。

若干、副町長の説明と重複するかもしれませんが、御容赦いただきたいと思います。

２９の１をごらんいただきますと、②のマイナンバーの利用範囲をまず説明させていた

だきたいと思いますが、この中で１番から６番まで、年金分野、労働分野、福祉医療、そ

の他の分野とありますが、この１番から３番までがいわゆる社会保障分野といわれるもの

でございます。そして、大きく分けますと、そのほかに税分野と災害対策分野、それから

地方公共団体の独自の利用事務ということで分類されております。

このいわゆる番号カードといわれる個人番号カードというのは、実は右側の２９の２に

出ておりますが、真ん中のところにちょっと小さくて恐縮なのですがイメージが載ってお

ります。この個人番号カードには写真がつけられます。ＩＣチップもこの中に入ります。

このカードには実は基本４情報といわれる氏名、生年月日、住所、性別、それから個人番

号が記載されます。つまり、この番号カードが全て現在の保険証のかわりとかということ

ではありません。というのは、これはあくまでも本人が実際、その本人であるかというこ

とを確認するためのカードであります。ですから、身分証明書にはなり得ますが、この中

にはプライバシーの高い、いろいろな個人の所得情報ですとか、今後、いろいろ利用が想

定されています、例えば将来的には病歴とかも入るかもしれませんが、そういったことは

一切入りません。

利用はどういうふうに行われるかといいますと、この個人番号で本人が確認されます

と、その番号を活用しまして、例えば地方公共団体が利用する場合は、中間サーバーと呼

ばれ、全国に２箇所設置されるのですが、関東地域と関西地域２箇所設置されるのです
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が、そこにアクセスして、その個人の必要な情報を持ってくると、そういう利用の仕方に

なります。

今後の利用のスケジュールになりますが、２９の３をちょっとごらんいただきたいので

すが、この中で、先日副町長が申しました、この後のスケジュールで、ことしの１０月か

ら、まず個人番号の通知が郵送で発送されます。来年の１月からその通知をもって、これ

は郵送によって、申し込み制度なのですけれども、申し込みをしていただきますと番号

カードが発行されます。ただし、この下のほうにありますスケジュール表で一番下のほう

にありますが、平成２９年の１月から国の情報照会・提供開始となっておりますが、ここ

までは国の行政機関同士の番号の連携もまだされておりません。この後、平成２９年の７

月からは地方公共団体の番号も連携をするということになっております。つまり、２８年

の１月からすぐに将来的な利用ができるかというとそうではありません。この間につきま

しては、システムの総合運用テストですとか、そういったテストを繰り返しながらやって

いくことになります。唯一利用が可能なのが身分証明ですとか、それから国の機関で連携

を必要としない、例えば国民年金の照会事項ですとか、そういったことから始まります。

そういった利用の予定になっております。

以上であります。

○議長（宮川 寛君） １番本田議員。

○１番（本田 学君） 今の説明で大分わかりましたが、そのうちこのカード１枚でいろ

いろな個人情報とか保険証なり何なりというものがなっていくのかなと、現時点ではそう

いうことではないということですが、ちょっとわかりにくい部分に入っていくと思うの

で、おじいちゃん、おばあちゃんとか、皆さんがわかりやすいようにというか、１０月に

その番号通知が来てとか、いろいろなことになると、詐欺の問題だとかいろいろなってい

くので、ここの小さい町だからこそできることでちょっと丁寧にこういうことが来ますよ

とか、社協とかいろいろなところと連携をとってやっていただきたいなと思います。

○議長（宮川 寛君） 芳賀町民課長。

○町民課長（芳賀 均君） スケジュールには、実はことしの１０月の番号通知までの間

に広報活動をするということで示しておりますが、それ以降も具体的な利用方法が決まり

次第、機会を見つけて丁寧な説明をさせていただきたいと考えております

○議長（宮川 寛君） ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、２款総務費１項総務管理費２目文書広報費４１

ページ下段から５目財産管理費４７ページ中段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、同じく２款総務費１項総務管理費６目町有林野管理費４７

ページ中段から１０目諸費５４ページ上段まで。

３番多胡議員。
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○３番（多胡裕司君） それでは、４９ページの企画費の中から工事請負費ということ

で、移住関連住宅ということでいよいよ建設が始まると思います。そこで、１億１,００

０万円ということで、相当な、膨大な建設費かなと思ったのですけれども、新町の公営住

宅が約４,７００万円、それの２階建てということで、大体あと厨房機器いろいろ入れた

らこのぐらいの額が相当かなとは判断をいたします。

そこで、この住宅、完成してから恐らく要綱要領、また条例の制定等があると思われる

のですが、これを果たして上手にどのような形で今段階使用をしていくのか。例えば、農

業関連ですと、例えば畜産大学ですとか酪農学園大、全国にあるそういう大学等に周知の

徹底を図るとか、また福祉関係、また病院の看護師さんだとか保母さん、そういういろい

ろな形をとって、この住宅をフル活動させたいと私も思っていますので、そこら辺をどう

いう活用方法で今後臨んでいくのか、そこら辺をお聞きをいたします。

○議長（宮川 寛君） 早坂総務課長。

○総務課長（早坂政志君） この移住・産業振興研修施設につきましては、現在、これか

ら中身、詳細については詰めていこうというふうに考えているところですけれども、今の

町内の住宅の事情からいくと結構申し込みが来るのかなということが予想されておりま

す。その中で、実は先日ＪＡのほうともお話を１回させていただきまして、ＪＡとしても

そういう、今、議員からお話のありましたように大学等から来る場合とか、他の所から研

修で来るケースが多くなるよということも言われております。その辺につきましては、所

管するというか、ここに入居される方の該当する事業所等とまたお話をさせていただきな

がらというふうに考えております。食事関係とかもできるように、それから住む方の生活

の時間帯が違うということも事前に指摘されておりますので、この辺についても解消でき

るようなことで考えております。

周知等、それから内容、料金ですとか、これから詰めなければならないものがたくさん

あるのですが、大変申しわけありませんが、今の段階でしっかりした案はまだできており

ません。これから詰めながら、建物が稼働するまでに何とか整理をして議会のほうにも説

明をさせていただきたいというふうに考えております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ３番多胡議員。

○３番（多胡裕司君） 十勝管内でいいますと、南十勝にある酪農ヘルパー組合の関連施

設もこのような形で、大学生等々が相当、年間４０名程度来られて、やはり雇用の場に最

後につながるのはやはりここで研修をして各農家に行っている実習生がそういう場に、町

村に就職の場を得るということもあります。また、新得町もございます。ぜひとも上手に

この場を活用して、農業、林業、また商工関係、また福祉関係のためになるように、活発

的にきちんとした方法をしていただきたいと思います。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） 議員の御指摘はごもっともというふうに思っておりますの
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で、よりよい施設にしていくためにも利用者の確保ですとか、施設のＰＲですとか、町内

の関係団体との連携を密にして、いいものにしていきたいというふうに思っておりますの

で、御理解をいただきたいと思います。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ６番村松議員。

○６番（村松正敏君） ５０ページ、今の７目の企画費の部分に入ります。

そこでまず第一に、賃借料の中で土地建物借上料５７万２,０００円、これについて

は、森林管理署の官舎を借り上げて、それを利用していくという内容と説明を受けまし

た。これについても、例えば建物全体を町が借りてしまってやるのだなというふうには思

えるのですよね。そのときに、例えば一般の賃貸で借りた場合というのは、維持管理と

か、その辺については持ち主である森林管理署というようになるのかなと思うのですけれ

ども、歳入とこの借り上げ料を見ますと、１戸３万円の料金をもらうというようなことで

いけば、若干歳入が多いのかなというふうに見えます。これらの、要するに維持管理につ

いて、どのように考えているのか。それからまた、このものを、例えば将来的にどのよう

に考えていくのかということも含めてお聞きしたいと思います。

それと、もう一つ移住関連住宅の部分です。

これについては、当初、地方創生事業の部分でこの建物を１００％でやるのだという説

明でしたが、途中でソフト事業になって、この部分については事業費が町単費になったと

いうようなお話を聞かせていただきました。この辺のいきさつだとか、今後、どのような

財源をめどにしていこうとしているのか、その辺についてまずお伺いいたします。

○議長（宮川 寛君） 早坂総務課長。

○総務課長（早坂政志君） まず５０ページ、１４節の土地建物借上料の関係でございま

す。旭町の十勝東部森林管理署で所有している住宅についてお借りするということで、今

２棟で８戸ありまして、あいているところについて、こちらのほうからぜひ貸してほしい

ということで協議をして今回お借りできることになったところでございます。これらの管

理については、直接、町のほうで出入りする人の関係もやるということで、修繕等が生じ

た場合は町のほうで行いたいということで、借り上げ料より高い料金を設定して、それを

財源に修繕に充てていきたいという考えでございます。

それから、定住を目的に利用したいという考えでございますので、入れかわり等があっ

た場合にはうまくリフォームしながら使っていきたいという考えであります。それから、

８戸ありますので、あきが出てきた場合には、随時、十勝東部森林管理署のほうとお話を

しながら借りられる分は借りてふやしていきたいというふうな考えでおります。この辺に

ついては、随時また相手方、十勝東部森林管理署と協議をしながらということになります

ので、この辺については以上のような状態で進めさせていただきたいというふうに考えて

おります。

それから、移住の住宅の関係ですけれども、こちらの住宅の財源の関係かと思います。
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実は、３月４日から５日にかけまして、直接、町の担当者が総務省の担当者のほうまで出

向きまして、具体的に新しいメニューですとか、今あるメニューで該当になるものがない

のかということで補助金、交付金の財源について協議をしております。その際に、さらに

起債等についても該当するものがないかということで、こちらから問いかけをしておりま

して、それについては随時、内容についてはこちらに情報を提供していただけるというこ

となのですが、それについてもう少し時間が欲しいということになっておりますので、そ

ういったことでこれから財源についての協議を詰めていかなければならないという状況に

あります。

交付金等の内示については５月下旬を設定しているということで、それまでの間には内

容について詰まってくるかなと思っております。一応、概要としては、対象になるものと

対象外になるものがあるだろうということで、一定程度しっかりした交付金の制度を使っ

てではないのですけれども、こうなったときにはこの辺まで該当させて交付金が出せるよ

というような、そういう話まで詰めてきておりますので、今後、国の推移を見ながら、国

の担当者と協議をしながら、財源の確保について努力していきたいというふうに考えてお

ります。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ６番村松議員。

○６番（村松正敏君） まず最初の森林管理署の部分ですね。まず４戸、その後もう１棟

ある４戸を将来的にはふやして移住のところにしていきたいというようなお話です。あの

建物自体も相当古い状況になってきているのですよね。そうすると、やはり入居者が入る

には、やはり改修だとかそれらの費用というのは、どのぐらいを、傷みもひどい状況に

なってきているので、その辺についてどのぐらい精査しておるのか。その収入によって埋

めていくというのは、本当に簡単な修繕等々の部分にかかわってくるのかなと思います。

それと、やはり国の財産なものだから、なかなか購入ということにはすぐには相ならな

いというのは私も存じているところなのですけれども、それらの部分も将来を詰めてその

辺を計画的にやっていってほしいなというふうに思っているところです。その辺につい

て、もう一度お伺いします。

それと、移住関連住宅についてなのですけれども、これについても地方創生事業の関連

ということで、平成２６年度の前倒しというか、そういうような形の事業で、慌てて出て

きたものに乗ろうとしたのだけれども、なかなかソフト事業の部分でできなかったという

ことで、今度は創生事業との関連というようなふうにお受けいたしました。それで、各自

治体では今、創生戦略については５年間の総合戦略を策定し、努力義務を自治体に課して

きておりますよね。そうなると、地域の住民、有識者等々含めて、それらの部分につい

て、将来に向けて本当にこういうことにお金をかけてやったらどういうふうになるかとい

う、今度はそういうものが見られる時代に入ってきているのですよね。その効果的な要素

をきちんとしていかなければならないということを含めまして、その辺についての町の行
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政としての持っていき方が非常に大事になるのではないかなというふうに思うので、その

辺の策定については町も早速取りかからなければならない部分ではないかなと思います。

他の町村でもそういうふうにやっていかざるを得ないのだということでやっております。

それから、地方の自治体が、地方の企業が元気にならなければならないと、その生業を

つくるのは民間の仕事なのだから、その民間の事業に対して、やはりそういうことをこう

いうふうになっていくのだということを見せつけていかなければ、やはり民間企業もなか

なか足が前に出ないと、そういうような状況になってくると思いますので、その辺につい

てどういうふうに行政として考えていくのか、その辺についてもお伺いいたします。

○議長（宮川 寛君） 早坂総務課長。

○総務課長（早坂政志君） まず旭町の住宅の関係になりますが、こちらについては、実

はまだ中については見せていただけておりません。直しについては、十勝東部森林管理署

のほうでは若干の予算でいつも修繕しているということで、余りかけてはいないのですけ

れどもということですので、借り入れの手続が整理できたら、中を見せてもらって、どの

ぐらい修理が必要なのかを確認したいと思いますが、トイレとか全て、下水につなげるよ

うな改修等はもう既に済んでいますので、中身についてはそれほどの修理はないのではな

いかということで伺っております。問題はその後、入れかえのときにどのぐらいの修理が

できるかということなのですが、あそこはコンクリートブロック等の建物で、今のところ

大きな痛みはないということを聞いておりますので、当初の修理はそれほどないかなとい

うふうに考えております。

あと、国の財産ですので、確かに今の段階ではこちらで購入ということはないのですけ

れども、８戸全部を借りることができたときにどうなるかということで、その辺について

は今後協議をさせていただきたいというふうに考えております。

あと、地方創生の住宅に関連した地方創生戦略の作成の関係ですけれども、こちらにつ

いても当町としては総合戦略検討会議の設置について考えております。こちらに１０以上

の関係機関から担当の方というか、これらの意見を言っていただける方に集まっていただ

いて、協議をしながら進めていきたいと考えております。できれば来年、年度早々、これ

らの会議の設立をして、１年以内に計画の策定にこぎつけたいというふうに考えておりま

す。

この移住住宅の関係、以前に説明されておりますけれども、ハード部門については対象

にならなかったということで、これによってどれだけの移住に結びつくのかということが

今度この計画に盛られることになると思いますので、その辺も含めて、この建物のことだ

けでなく全体的な考えで定住に向けた計画、戦略を練っていかなければならないというふ

うに考えております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） まず、仮称移住・産業振興研修施設なのですが、先ほど課長
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が言ったように３月の４日、５日に道の財政担当とうちの財政担当と建築担当が総務省の

ほうで、北海道ヒアリングではなくて、直接総務省のヒアリングに行ってきたのですね。

それで、いろいろなやりとりをしておりまして、地方創生枠で起債の拡大分がございま

す。そこには過疎債も入っているのですけれども、過疎債は多分当たるだろうと、これは

間違いないと思います、断言はできませんけれども。したがって、当初で上げてある一般

財源が全額一般財源でではなくて、何らかの財源補塡はあると、私もそういうふうに認識

しております。そういったことで、まず御理解をいただきたいと思います。

それと、総合戦略との関係ですけれども、地方創生版陸別町の総合戦略は、２８年度か

らの５年間になるのですね。実質、２７年度中に総合戦略を策定するものですから、実質

に動くのは２８年度からの５年間の計画になるだろうと。そうすると、今回の補正予算で

出ている地方創生交付金関係というのは、国も繰越明許をかけていますから２７年度の事

業と、そういったことになります。したがって、私も当初はこの２７年度の繰越明許分の

中で、年前は１２月の段階ですね、当てにしたのですけれども、国もいい話はするのです

が、お金を出すときになるとなかなか厳しくなってくるということなのですよね。地方戦

略、総合戦略に係る財源の交付金というのは、つまり２７年度の予算から２８年度事業の

ほうに、地方創生戦略のほうの財源に新たな交付金という制度でスタートするということ

で、したがって総合戦略と今回の２７年度の当初予算の関係というのは直接は影響ない

と、つまり総合戦略は２７年度中につくるけれども、それは２８年度から５年間の計画で

あって、それに対する後の財源というのは２７年度中に国のほうで考えて、新たな交付金

事業ということで制度化していくと、そういう流れになっています。そういったことで御

理解をいただきたいと思っております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ６番村松議員。

○６番（村松正敏君） さきの営林署の部分についてもある程度理解できました。

それで、大事なのはこういうものをやる場合に今、若干気になったのは、契約だとかこ

ういう予算に上げる前にやはり内部等を見せてもらうとか、そういう状況がどうなのかと

いうことをやはり確認した上でやっていかないと、後で大きな修繕費がかかるとか、そう

いうようなことにもなり得る可能性もあると思いますので、その辺の部分をしっかりして

ほしいと思います。

移住関連については、最初のお話でソフト事業ということでやろうとしたけれどもこう

いうことだったということは、よく理解できました。折角、陸別には住む場所がないとい

うことで民間活用住宅も今までで５５戸ですか、単身から世帯向けまで含めてそういうも

のができてきている。それから今回、その営林署の４戸を借りられる。それから、今回、

こういう形で移住・産業振興研修施設ということでできてくると、そういうことで着々

と、陸別へ働く場所を求めてくる人には環境的には非常にいい状況になってきていると思

いますので、それらが有効に活用されるように今後ともきちんと計画的にやってほしいと
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思います。というのは、やはりここも同じようにつくだろうということで事業がスタート

してしまうのではなくて、やはり戦略的にきちんとしていかないとならないという意味合

いを私として言っておきたいところです。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） 心配するのはごもっともだというふうに思っておりますけれ

ども、変な話ではないですけれども、そういう地方創生絡みがまず第一にあったというこ

とで、それで急がざるを得ないったということを御理解をいただきたいと思います。した

がって、今後、このような事業があれば、それは当然、議員御指摘のとおりだというふう

に思っておりますので、今回の例についてはこういう事情があったということで御理解を

いただきたいというふうに思っておりますし、住宅事情は１００％ではないですけれど

も、やっぱり町内情勢を見ながら、関係機関だとか、そういったところとまた協議をしな

がら、必要になればまたいろいろと相談をしていきたいなと、そのように思っております

ので、御理解をいただきたいと思っております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、同じく２款総務費１項総務管理費１１目交流センター

管理費５４ページ上段から１４目企業誘致対策費６１ページ下段まで。

３番多胡議員。

○３番（多胡裕司君） それでは、５９ページの１３目地域活性化推進費についてお尋ね

をいたします。地域おこし協力隊についてお尋ねをいたします。

今年度もまた地域おこし協力隊員の募集をかけるということなのですけれども、そのこ

とについて若干お尋ねをしたいわけなのですけれども、地域おこし隊の来られる方に、そ

の方が持っている卓越した技術ですとか、そういうことを求めるのか、また一労働力とし

て求めるのか、そこら辺が先般入ってきた酪農支援員の方を見ていてもわからないのです

よね。どういう形でこのお助け隊をきちんと活用して図っていくのかというのがさっぱり

わからないので、これからやはりお助け隊を求めるのであれば、技術を求めるのか、そう

いうことをきちんとしなかったら、例えば先般、本州のほうなのですけれども、ひとり暮

らしの老人の雪下ろしをしていて、私は雪下ろしをするためのお助け隊で来たのではない

のだといって帰られた方も多数おられます。だから、その人の技術だとか、そういうこと

をきちんと求めてお助け隊を呼ぶのか、そこら辺を産業振興課のほうできちんと確認をし

て、どういう形の人を呼んで、どういう形で力になっていただけるのかということをきち

んと把握をして呼んでいただかなければ無駄なことになるのではないかなと思います。

それで、今回の酪農推進お助け隊の方は何をお助け隊として私たちの力になってくれる

のか、そこら辺が若干見えないのですよね。例えば、卓越した技術があって、農家回りを

してどんどんどんどん啓蒙の普及に図っていただけるのか、例えば、一労働力、また新規
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就農を目指して各農家に入ってがんばっていただけるのか、そこら辺がさっぱりわからな

いのですよね、どういう形をとられるのか。例えば、ヘルパー組合でも雇用というわけで

はないですけれども、人的募集をかけてお助け隊の方を半年でも１年間でも、やはり酪農

家というのはこういう技術、こういう生活、こういうことをやっているということをお助

け隊の方にするのであれば、きちんとした形で酪農ヘルパーなり長い間、長期間、実習し

て新規就農を求めるのか、そういう意味が全然わからないのですよね。それで、今後、六

次化を求めるに当たっても、例えばチーズの技術を持っているですとか、アイスクリーム

をつくる技術を持っているとか、それを六次化につながるような形のお助け隊を入れてい

ただきたいなと思いますけれども、いかがでしょうか。

○議長（宮川 寛君） 早坂総務課長。

○総務課長（早坂政志君） 地域おこし協力隊の関係ですので、私のほうから答えたいと

思います。

協力隊員については、基本的には来ていただくときには３年をめどに、起業、就業して

いただいて、陸別に定住していただくというのを大前提にして募集をかけて来ていただい

ております。そういったことで、今、酪農の関係で協力隊として配置されている方につい

てはいろいろなところの、陸別町内の酪農の経験を積んでいただいて、その３年の間に自

分で就業、起業することを大前提でやっていただくということで、今、農協さんの協力も

得ながら研修を積んでいるという状況であることを御理解いただきたいと思います。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ３番多胡議員。

○３番（多胡裕司君） それであれば、なおさら今農家回りしていると思うのですけれど

も、例えばきちんと、農家の生活は朝５時に起きて、夜の夕方の暗くなるまできちんと

と、そういう形をとらなかったら農協職員と一緒になって８時や９時や１０時に出てきて

農家回りして、それで実際、自分が仮に３年後に陸別で新規就農を求めるとなったとき

に、そんな形で、そんな甘い形で果たしていいのかと。例えば、陸別の新規就農制度を見

ても、各牧場で３年、４年やられて、そして陸別に入ってきて、陸別の農場で働いて、そ

の農場からの推薦をいただいて、この人だったら新規就農に間違いないということで町が

進めるわけですから、きちんとした形をとってやっていただきたいのですよね。お助け

隊、本当に労働力を求めるお助け隊なのか、きちんとした卓越した技術があるのか、そう

いうことだと思うのですよね、これから求めるお助け隊の意味というのは。だから、お年

寄りの方にしたら、お助け隊だから屋根の雪下ろしもお助け隊だろうと思いがちの人もい

るかと思うのですけれども、そこら辺の部分もきちんと把握をしながら、お助け隊とはこ

ういう形だと、こういう形で国のお金をいただいて陸別町に貢献をしていただいていると

いう形をきちんととっていただきたいと思います。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） 協力隊には二つの要素があると思っています。一つは、定住
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化を図るための産業振興の中での労働力という部分、もう一つは、技術力を生かすという

ことになれば、新規起業に向けた制度で人材を育てて、新たな産業を興すという二つの要

素があると思います。したがって、酪農支援についてもちゃんと面接をして、そういう酪

農やりたいと、したがって国の制度を使って、財源の補塡がある中でその３年間、まず地

域事情を知ってもらうというのがまず第一でありますし、経営の技術力も当然身につけて

もらわなければならないと、そういったことを３年間の中でやっていただいて、できれば

どこかの従業員でもいいですし、そういった形の中で、なれる場合には新規就農になって

もらうという前提で、酪農についてはそういうふうに私どもも押さえています。したがっ

て、全ての地域おこし協力隊員についてはやっぱり町における産業振興なりの、あるいは

ブランド化、産品、そういったものに対する技術力を持った方の採用ですとか、あるいは

農業関係のそういう労働力関係、あるいは観光のより充実を図るための観光振興ですと

か、そういった部分で皆様には面接をしてやっていただいております。したがって、この

制度を使うことによって、まず国の財政支援が１人当たり４００万円ありますから、３年

間で１,２００万円の財政措置があると。町の持ち出しは若干ありますけれども、その中

で、この財源でやっぱりいかに陸別町に定住してもらうかということと、労働力を確保す

るかということと、新たな産品開発につなげるですとか、やっぱり当面、自立していく団

体への人材育成の部分ですとか、そういったことにこれからも活用できるなと思っており

ますので、議員御指摘のこともございますけれども、町としては今の議員の意見も踏まえ

ながら、私が今言ったような考え方で今後も進めていきたいなというふうに思っておりま

す。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ７番河瀬議員。

○７番（河瀬洋美君） 今の地域活性化推進費のことに関連しての質問をしたいと思いま

す。

今の副町長からの説明で、いろいろ地域活性化推進専門員ですとか、地域おこし協力隊

はどういうものかというのは少しわかりましたけれども、ここで今回５９ページの中で、

地域活性化推進専門員の賃金から手当、地域おこし協力隊員の賃金、手当、そして次の

ページ、６０ページにわたりますけれども、地域ブランド開発推進専門員の賃金、手当ま

でがここで計上されてきております、予算として。この中で、今の質問にもちょっと関連

するかもしれませんが、この三つの地域活性化推進専門員、それから地域おこし協力隊

員、地域ブランド開発推進専門員の役割とお互いの相互関係について、どのようなものか

ということをちょっとお聞きしたいと思います。

それと、２７年度の事業ということで、いただいた資料の３３ページに載っております

が、２７年度の事業について詳しく説明をお願いいたします。

○議長（宮川 寛君） 早坂総務課長。

○総務課長（早坂政志君） まず最初に、地域活性化推進専門員と地域おこし協力隊、そ
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れから地域ブランド開発推進専門員の関係になります。

まず、地域活性化推進専門員につきましては、町内でどのような事業に取り組むべき

か、新しい事業を取り込むべきか、それから今ある中で、陸別町が有効に使えるような資

源があるのかどうか、その辺について研究をしていただいております。中ではミネラル

ウォーター、木炭、それから今、新しくやっています薬用植物、乳製品の関係、それから

人材育成の研修も含めて、専門員が指導をしながら、または助言をしながら進めていると

いう格好でございます。

地域おこし協力隊員６名分につきましては、資料の３３にありますように、それぞれの

分野で協力隊として３年間のうちに就業、起業を目指してやっていただける方の賃金と

なっております。

地域ブランド開発推進専門員につきましては、今、協力隊で働いています秋葉さんが、

実は９月いっぱいで３年の任期が切れるということで、引き続きブランド開発のほう、

今、手がけているものも含めてやっていただきたいということで、協力隊と別に起こして

このように区分けをしております。ですから、今までの分を引き継いで、また新たなもの

ができればということで、今回、予算を計上させていただいております。

それから、２７年度の新しい事業の分になります。

資料の３３ページのほうをごらんください。

まず、ミネラルウォーターの部分につきましては、今回、さきに副町長のほうから説明

がありましたように、２６年度に３万本を製造した関係で、今、残があります。その関係

で今回は製造を行いませんけれども、使用方法としては今あるもので、従来どおり、町の

アピールですとか販売等、それから備蓄用水等の可能性の調査もこれからしていきたいと

いうふうに考えております。

あと、木炭開発事業の関係ですけれども、こちらについても昨年と同様、木炭の製造に

ついては今ある機器を使って、製造器を使って２回製造を行って、できた木炭について、

次の使用方法について研究をしたいという考えでございます。薬用植物研究用というの

は、土壌改良のために炭が使えないかということで研究をしたいと。それからあと、製造

したものを町民希望者への配布というふうに書いてありますけれども、これは使えればイ

ベント等ででも無料で配って使っていただくとか、それでも残が出るようでしたら何か全

町的に使えるようなもので希望者に配布できるものがあれば、それらについても使用につ

いて研究をしていきたいという考えでございます。

薬用植物の研究事業につきましては、昨年、１年間で名寄の研究所のほうといろいろと

協議をしながら進めてきております。一定程度、陸別町でも生育状況についてはほかの地

域より優れているものも出ておりますので、これらについてはさらに２年、３年と、

ちょっと年数をかけないと結果が出ないものでありますので、引き続き研究を続けていき

たいということでございます。ことしにつきましては、これも副町長のほうで説明があり

ましたが、蜂を一時借りて、こちらのほうで受粉等の成果が出るのかということで、蜂に
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ついても若干研究をしたいという考えでございます。

あと、加工センターの活用、地域ブランド開発につきましては、引き続きエゾシカ肉を

活用した商品化の関係、生乳の活用の関係、それから乳製品の開発、あと陸別町の特産品

の製造、それから販売について研究をしていきたいというふうに考えているところでござ

います。

地域おこし協力隊員の分については、先ほど説明しましたように、今回６名の体制でと

いうことで、農業のほうが酪農関係が今、１名ですけれども、もう１名ふやしたいという

考えで、これにつきましても最初に各協力隊員には、説明で就業、起業を目指して陸別に

来ていただきたいということでありますので、それらに向けた事業のサポートをしていき

たいというふうに考えております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ７番河瀬議員。

○７番（河瀬洋美君） 全体事業とその関係について、今、お聞きをいたしました。

その中で、陸別町に合ったものは何かということで、皆さんが一生懸命、陸別のために

がんばっていただけるという姿も見えてくるような気がしますけれども、この今、この事

業、陸別チャレンジプロジェクトということが立ち上げになって、もう４年ぐらいになる

と思うのですが、説明書の図を見ても、地域活性化推進専門員をトップに各部門に分かれ

て予算も立てられて上がってきているような形になってきています。この地域活性化推進

専門員のことについてお尋ねをしたいと思いますが、これは以前のとおり継続するのです

か、それともまた陸別町の役場の中に、職員の中に育ってきて、この方がこういう専門の

職につくのだということになってきているのかどうかということを、改めてお伺いしたい

と思います。

それと同時に、２７年度の事業の中で木炭の開発のことが載っておりました。これは、

木炭はもう既に何年もやっているということでずっと続けてきて、一定程度の炭、でき上

がった炭の効果もこういった分野ではいい炭ができているのだということは前に報告をい

ただいたわけですけれども、移動窯について、前回はもう２５年度ですか、多額な改修費

もかかるということで、これからはこの事業を継続することは困難と判断いたしましたと

いうふうに結果が出ております。２６年度にも引き続きまたその壊れながらの窯を直しな

がら使っていたのだとは思うのですけれども、２７年度に木炭の製造ということをここに

上げてきています。その窯で依然として製造できる状態にあるのでしょうか。それを

ちょっとお聞きしたいと思います。

○議長（宮川 寛君） 早坂総務課長。

○総務課長（早坂政志君） まず専門員の関係ですけれども、当面は今の専門員にちょっ

と御協力をいただきながらというふうな考えであります。

それから、木炭の関係については、さきの議会でも説明しましたとおり、移動窯につい

ては改修するとかなりかかるというのと、改修してだましながらつくらなければならない
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というお話をしたと思いますが、それでもまだ窯については一定程度の木炭製造ができて

おりますので、それをつくって、そのできた木炭を何かに使えないかということで、今使

えるものを利用しながらやっていきたいという考えでございますので、将来的にこれが壊

れたときにこういうことはもうできなくなるかもしれませんが、今あるものを利用しなが

ら、その炭についての今度は利用についてを検証していきたいという考えでございますの

で、御理解いただきたいと思います。

○議長（宮川 寛君） ６番村松議員。

○６番（村松正敏君） 同じく地域活性化推進事業の部分についてお聞きいたします。

まず、地域活性化推進専門員が陸別チャレンジプロジェクトが立ち上がった４年前から

スタートしているわけです。これについて４年たっているということで、再度まだ専門員

をやっていただくのだというようなお話しをされておりました。私はその人がいい、悪い

ということは言う必要もないと思います。本当に専門員というのは、どういう役割を持っ

て、どこまで達成したら終わるのかという期限がわからないのですよね。というのは、例

えば全体の部分でのミネラルウォーターから木炭、薬用植物、加工センターのブランド

等々の部分について、いろいろ民間が立ち上げられないからその分でそういう素材やそう

いうものをつくってやることによって、どういうふうな状況ができるのだということで研

究、開発ということですから、その部分では十分わかっているつもりです。この部分につ

いてはまた後で話しますけれども、項目が違いますので、この産品の部分については後に

します。

専門員の方が、もう年齢的にも７０歳を超えるのかなというふうに思います。私、ここ

で言いたいのは、例えば今、再任用の関係ですね。職員の関係で再任用の問題が各町村で

出てきております。そこで言いますと、まず民間においては高年齢者の雇用安定等に関す

る法律ということが決まっていまして、事業者は定年の引き上げ、継続雇用、再雇用の制

度の導入をしていきなさいというようなことで、これは年金とのかかわりで国の制度でど

んどん進んでいるのですよね。そうなると、地方自治体もそれによって条例を上げてやっ

ていかなければならないということで、各自治体では９０％以上が条例を制定していると

いう状況になっております。やっぱりこういうことを考えた場合に、やはり今、ことしも

退職する人が４人、５人いると。そういうようなことを考えた場合に、やはり陸別町もそ

の辺を考えていかざるを得ないと思いますし、専門員というのもやはりある程度期限を

切ってやらないとならないと思うし、４年間やっていて役場の職員の中に、例えばそうい

う事業所等々に出向もして、成長されているのではないかなと思うのですよね。それをい

つまでもそういうふうにやっているのがいいのかどうかということを、まずお伺いいたし

ますよね。

それから、地域おこし協力隊、これについては、町の回覧でも募集内容が出て、その中

に書いていて、先ほど説明したように国の制度、資金で３年間以内で４００万円が上限だ

というのも出ております。ここで任期終了後、約６割の方が地域に残るという形をとって
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いるというふうに今、出ていますね。これはほかの町村、地域のことを言っているのかな

というふうに思います。だから、そういう意味で、やはり今回二人の方が任期が来ると。

そういうことで、ブランド関係ですか、その方に専門職でやってもらうと、それはもう本

当に大事なことだなというふうに思います。折角、新聞等々でも陸別のまちチョコだと

か、いろいろな部分で成果を出している。それは認めるわけですから、そういうことで、

雇用の場として必要な分野であるとすれば使っていきたいというのはわかります。それか

ら、さきの議員も言ったけれども、酪農関係でそういう地域に入って酪農をしてみたいと

いう人が入ってきて、そこに使っていただけるということで使っているのだと思うのです

よね。ただ、それが酪農というのは、朝３時、４時から起きて、夜は１０時までだとい

う、普通の状態とは違いますので、その辺をやはり協力隊の人が来るのであれば、その人

にどういうような状況なのか、それから、例えばそこのお勤め、お勤めというか、協力隊

で入るわけですから、そういう人たちを使う事業者の人にもその辺のことを理解してもら

うようなことを、きちんとつなぎ役を行政がやらないとそれは大変なことになるのだなと

いうふうに思うのです。途中で、こんなのでは当てが外れたとか、それから３年間来て、

その後の勤める場所がなかったといったら、使い捨てみたいな状況になると。そんなこと

を考えた場合に、きちんとしたルールだとか、それから目的だとか、そういうきちんとし

たものを持たなければ、ただ国が若い人が地方に行くために４００万円を出しますよと、

それだけで労働力の確保だからちょうどいいだとか、そういうようなことにはならないと

思いますので、その辺についてどう考えているのかお聞きします。

○議長（宮川 寛君） 早坂総務課長。

○総務課長（早坂政志君） 専門員とか協力隊の関係で、期限を切るですとかいろいろな

お話もありましたが、これらについてはまた状況を見ながら判断をしていかなければなら

ない事業なのかなというふうに考えております。

それから、地域おこし協力隊の、今お話がありました雇用の場で、事業者にも説明が必

要だということもありましたけれども、酪農関係でお話ししますと、最初、農協のほうで

研修をいろいろ積んで、これから、今、早朝のほうに出たりとか、順番に本人にも全体像

が見えるような研修を組んで、ちょっとずつふやして進めているところです。こういった

ことで、協力隊の人にも３年間のうちに自分で、ここでこういうふうに起業ができる、ど

ういうふうにしたらできるのかというのを自分で考えながらやっていただくということも

必要になるのかなというふうに思っております。こちらに来るときに、事前に先ほど面接

をしているという話があったと思いますが、面接の段階では、あくまでも３年をめどに本

人が就業、起業についてやってみるということで来ております。ですから、３年の間に、

来てみてこういうもの、こういうものというのに合わせて自分がどんなものができるのか

というのもその中で検討するというか、考えていただくということも説明をしております

ので、期限としては３年間をめどにその辺のことを考えていただきたいというふうに考え

ております。それから、ただ３年でめどがつかないけれども、さらに陸別でこういうこと
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で仕事ができる、例えば協力をしてくれる、陸別町の利益になるというようなものがあれ

ば、新たな考えでお互いにどういったものができるのかというめどを立てながら進める必

要もあると思いますので、例えば３年で今回、地域ブランド開発推進員が３年が来たの

で、ではここで終わりですよではなくて、また今やっているものと、今考えているものが

あれば、それを引き続きやっていただくための制度として、こういうふうに進めていけれ

ばいいなというふうに考えております。今、ブランド分については先行した話になります

けれども、そのほかについても他の事業につきながら、自分の起業に向けて進められるの

かどうかということも、これは見きわめていかなければならないことかなというふうに感

じております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） 議員、先ほど再任用のことを言いましたけれども、実は再任

用条例、過去の議会で町が提案したのですけれども、議会で否決された経緯がございま

す。したがって、職員組合とも話をしながら、当面は制度化しないよと、つまり町内の地

域雇用を考えると、なかなかそこら辺が理解されない部分が多いと、そういった部分でこ

れは合意をして今に至っているということで、まず御理解をいただきたいと思います。再

任用制度ですね。つまり、再任用制度というのは、先ほど議員が言ったように、高齢者雇

用の関係の法律がもとになって、民間も公務員関係も全部そういうふうにしなさいという

制度なのですね。したがって、公務員の場合、本来であれば、地方公務員法の改正によっ

て、そこで定年延長になればスムーズにいくのですけれども、あくまでも年金の絡みとい

う部分での再任用、再雇用ということで御理解をいただきたいと思っています。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ６番村松議員。

○６番（村松正敏君） その再任用ですね。前に議会に出したというのは、さかのぼれば

１０年も前の話なのですよね。というのは、なぜかというとあの頃はそういう年金制度だ

とか、それはまだここまで来ていなかったのですよね。昨年、２６年度からですね。要す

るに年齢が６０歳の人は年金がもらえない時期が出てくるよという流れが出てきたわけで

すよね。ということは、１０年前はそこまでいかない中での再任用ということでしたら、

民間の企業との関係でいけば、それは何で公務員だけが優遇されるのだという話の中から

起きていることです。今、起きているのは、民間もそのように年金制度の関係で６５歳ま

でお勤めをさせていきなさいという、そういう形で進んでいることですので、ぜひとも

やっぱり、俺、職員組合の人もおとなし過ぎると思うのですよね、逆に言ったら。そうい

う、要するに自分たちが年金が当たらない部分というのができてきますので、その辺につ

いてきちんとやっていかないと、これはもう大変なことになるのかなというふうに思いま

す。この部分についてはそのぐらいでやめておきます。

協力隊員の部分ですね。この部分についても３年ということですので、やはり限られた
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期間の中でいろいろその人の能力を発揮させて、ここに、地域に居着く形をとっていかな

ければならないと、そうするとその人たちがここで次に専門員として、これ１年になるの

か何年になるのかわからないですよね、確かに。要するに、２７年度の専門員としては予

算化されましたからその雇用の場ができる。２８年度はどうなるかわからない、２９年度

はどうなるかわからないというような状況の中でやると、若い人たちというのは不安とい

うのがないのかなというふうに私は思ってしまうのですね。例えば、民間でもそうなので

すけれども、例えばここで店を開業してやりたいと、陸別が好きだから。それで、ここで

やりたいとなっても不安であればなかなか開業にまで結びつかない。そうすると、そうい

う、ここで住み続けるための雇用の場だとか、要するに、ここで安定的に生活できる仕事

があるとか、そういうことが大前提だと思うのですよ。だから、そういうものをどう行政

としてバックアップしていくかということが、やっぱりつながると思いますので、ぜひそ

の地域おこし協力隊が３年間は安定しているけれども、その後の不安というものが出ると

すれば、それはなかなか地域に根差した形にならないと思います。その辺についてやはり

きちんとした対応をとるというのかな、何か見つけ出すことが必要ではないかなと思いま

すのでお伺いいたします。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） 再任用の関係は、先ほど言いましたように地域事情の中の雇

用関係、そういった部分での過去の議会の否決ということですから、何のかんのそうやれ

ということではないと思います。これはやっぱり町の職員だけが６５歳まで身分を安定化

して雇用されるのがいいのか、やっぱり地域でも短期雇用だとかそういう方もいらっしゃ

いますから、そこでの地域の理解をというのがすぐ重要になってくるのかなというふうに

思っております。

それと、地域おこし協力隊のほうは、当然３年間地域おこし協力隊として雇用しますけ

れども、当然、町が見放しているわけではありません。１年１年、その中で毎年半年な

り、その活動記録をレポートとして出してもらって、そして本人と話し合って、何が問題

点でどういう方向に持っていくだとか、そういったことをちゃんとやっておりますので、

当然、３年後、４年後のことについても視野に入れながら地域おこし協力隊としての活動

について、常に意思疎通を図りながらやっておりますので、その辺も御理解をいただきた

いと思います。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ６番村松議員。

○６番（村松正敏君） 再任用の関係なのですけれども、たまたまほかの町村でも再任用

制度や何かやっているのも見させていただきました。そうすると、やはり給与の関係だと

か、昇級だとか、手当だとか、これらについても一般の人とは違う体系だとか、階級につ

いても、それらの身分についてもきちんとしてやっておりますよ。ですから、金額が１０

０だとすれば６０だとか、そういうふうな形でやっているところがありますので、ただ公
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務員が優遇されるとか、そういうことではないと思いますので、その辺お間違えのないよ

うに。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） ちょっと認識が違うかもしれませんけれども、再任用、当

然、今、議員御指摘のとおり職員と同じ待遇ではありません。賃金も下がっていますし、

手当も違います。ただ、定数の中に入ってくるのですね。したがって、制度はあったとし

ても、その制度を使っている職員は少ないはずです、ほかの自治体でも。つまり、若い人

の働く場所を確保するために、やっぱり制度はあるけれども、使わないでやめられていく

のが実態でもあるということも御理解をいただきたいと思います。

以上です。

○議長（宮川 寛君） １番本田議員。

○１番（本田 学君） ここの部分で質問しようと思っていたことはたくさん今質問され

たのであれなのですけれども、僕も一般質問で地域おこし協力隊についてはいろいろ町長

とお話ししてきた流れがあるので、ちょっと一言だけ質問というか、言いたいことは、な

かなか募集しても来てくれないという、そういういろいろなさまざまな事情の中に来てい

ただいて、一生懸命みんなやっていると思います。今言ったように、期限を決めたりする

のもまず一つの手かなと思うのですけれども、僕自身もいろいろなものをというか、おう

ちで今やっている開発したり何なりするものは、いついつまでやろうとかといろいろ決め

るのですけれども、なかなかいかない部分も出てくるので、今、柔軟に３年のことをどう

しましょうかとか、不安がられないようにどうしましょうかという話なので、今、副町長

が言ったようにコミュニケーションをとっているの、僕も重々見てわかっているつもりで

あります。より一層、本人とのコミュニケーションも当然ですけれども、わかるようにこ

ういうふうに来ていますとかということが、まず今、必要なことなのかなと思います。一

番来てもらっている人たちと、あと専門員の方たちとか、そういう人たちが不幸にならな

いようにやってほしいなというのがまず第一です。この方たちを手放すようであれば、陸

別のこれからのこのチャレンジプロジェクトというのはなかなか前に進まないのかなと、

それとある程度のところまで来てこうですよというのも必要なのかもしれないのですけれ

ども、十分、水にしても何にしても一つの形というものができ上がってきているのは確か

ですし、ただやめるのも今の木炭のことにしても、では薬用植物と関連させていくという

のも一つですし、なかなか中国の竹炭のこととか、ハウスメーカーといろいろなことを

やってきた中の今にたどり着いているので、引くというのも一つなのかもしれないですけ

れども、そういう部分にだらだらだらだらいくとかということではなくて、そういうこと

を言いたいのかなと、僕もそういうことを今まで言ってきたつもりなので、余り成果をと

かとやっていくととんでもなく大変なことで、なかなか難しいところに来るので、そこを

うまくコミュニケーションをとって報告をしていただいてということをしていけばうまく

いくのかなと思うのですけれども、いかがですか。
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○議長（宮川 寛君） 早坂総務課長。

○総務課長（早坂政志君） 先ほど副町長からもありましたけれども、実は半年に一遍ず

つ直接担当課の職員と私どもと協力隊員に個別に来ていただいて、それぞれにレポートを

出してもらって、それについての協議をして、今後どうしたいかというような話もその都

度させていただいております。実は、この議会の後というか、３月中にも同じように協力

隊員との協議をすることになっておりますので、それについては随時、協力隊の本人と話

をしながら進めていきたいと思いますので、御理解をいただきたいと思います。

○議長（宮川 寛君） ２番古田議員。

○２番（古田英一君） 私もその辺りなのですけれども、６１ページの前段に講習手数料

という名目で８５万８,０００円と。これもそういう支援員のための講習だと思うのです

けれども、たしか説明では免許取得等々の費用と聞いているのですけれども、これは全額

ではないとは思うのですけれども、３分の１程度かなと。それで、こういう講習をいきな

りさせるということは、その後どんなことをさせていくというような目標とか、その定

まった方向性があるからこれが必要に差し迫って予算化して出てくると思うので、そこの

どういう進み方を考えているのかというのをお聞きしたいと。

それと１点、要望は余り好ましくないという中で、今、議論の中の地域おこし協力隊

員、これの幅ももう少しできれば広げていっていただきたいなと。例えば、林業とか、も

う１、２点あるのですけれども、そういうのもことし考えていく時期かなというように思

うわけであります。

また、一つここで言わせていただければ、酪農支援推進員。定住してもらうには、僕が

考えるには、この制度で酪農のことを覚えてもらう。そして、次に現場に入って、また同

じ年数をやって、そしてその次にやっぱりこの陸別町移住定住促進プログラムですか、２

年ぐらい。やっぱりその５年、７年という時間を経なければ、その後営農しても物になら

ないというのが現実なのですね。過去、陸別町、６組、７組やっておられる方、全部調べ

てもらってもいいのですけれども、経験、最低でも６年、７年、それで新規就農というの

が実際です。これを下回ってやれるかというのは、まだ僕もなかなかあちこち知らないも

ので、できる人も中にはいるかなと思いますけれども、そこら辺を踏まえてじっくり今後

も進んでいただきたいなというふうに思っております。

それで、先ほどの手数料の関係のことをお願いを申し上げます。

○議長（宮川 寛君） 早坂総務課長。

○総務課長（早坂政志君） 今回の講習手数料なのですが、これは作業するために必要な

酪農支援推進員の分だけになっているのですけれども、大型の免許ですとか、作業免許で

すとか、あと農業大学校に行って研修を受けてきていただこうと思っていますので、それ

らの経費を講習手数料として入れております。本来は、こういう免許を持っている人が来

ていただけて、それですぐ言ったときに作業できるのが望ましいのでしょうけれども、協

力隊の場合は都会から酪農だとか農業に憧れて来られる方もいらっしゃいます。今まで仕
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事をしていたけれども、一念発起してこちらに来られる方もいらっしゃいますので、今回

の場合はそういったことで、免許等を取得していただいて作業等にもすぐつけるようにし

たいということで、今回免許の取得とそれから農業大学校等での研修の講習受講料等を見

ております。こういったことで、知識を広げていただいたり、あと農家さんに行っても、

すぐ、大型の免許を持ったからすぐ作業ができるとは思いませんけれども、なければでき

ないことですので、それらに対応できるようにということで今回見ております。御理解を

いただきたいと思います。

あと酪農支援推進員の関係で、３年ではめどが立たないだろうというようなこともあり

ますが、それらについても複数年必要であるということは他の方からも聞いております。

それらについてもまた協議しながら、すぐつけるのか、どこかで就業しながらまた新規就

農を目指すのか、その辺についてはまた協力隊の教育員と協議をしながらということにな

ると思いますので、こちらについても御理解をいただきたいと思います。

○議長（宮川 寛君） ２番古田議員。

○２番（古田英一君） 今のお話の中で作業をするため、ほかの対外的に知識を得るため

の講習というのは、これは必要だと思いますよ、十分に。ただ、作業をするため、１年目

にその免許が必要かというと、僕は必要ないと。酪農、農業というのは最初は手作業なの

ですね。基本的に最後も手作業なのですよね。そこにたどり着くかという中で、２年目、

３年目以降でもよかったかなという気はしております。答弁はあってもなくてもいいので

すけれども、そこをよく踏まえてよい献立というのですかね、３年間のプログラムという

のを行き当たりばったりではなくて、考えていってほしいなと思います。

○議長（宮川 寛君） 早坂総務課長。

○総務課長（早坂政志君） この酪農支援の関係については、農協さんのほうともお話を

させていただきながら進めておりますが、今、御意見もありましたけれども、そういった

作業免許も必要だろうという御意見も伺いながら、今回予算立てさせていただいておりま

す。また、さらにこちらの件については、引き続き農協の担当の方々ともお話をしながら

進めさせていただきたいと思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） 古田議員からありました地域おこし協力隊の職種の拡大、そ

れについては私どもも頭の中に入っておりまして、やっぱりいろいろな分野にこの制度が

使えるという部分、つまりこの地域おこし協力隊というのは過疎地域以外の都市圏から来

る、そういったところから来る人たちの制度で、若い人からＯＢの方もいらっしゃいます

し、そういう制度でありますので、それによって特交がつくということでありますから、

不足するような職種なんかもあれば拡大というのも今後の課題としていきたいなと、その

ように思っております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） なければ、１１時３５分まで休憩いたします。
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休憩 午前１１時１９分

再開 午前１１時３４分

○議長（宮川 寛君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

次に、同じく２款総務費２項徴税費６１ページ下段から３項戸籍住民基本台帳費６５

ページ下段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、同じく２款総務費４項選挙費６５ページ下段から６項監査

委員費７１ページ上段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、３款民生費１項社会福祉費７１ページ上段から７８ページ

上段まで。

６番村松議員。

○６番（村松正敏君） ７３ページの委託料、防犯灯新設撤去、単純な話なのですけれど

も、どこの場所で何灯新設して、撤去が何ぼなのか、説明願います。

○議長（宮川 寛君） 丹野保健福祉センター次長。

○保健福祉センター次長（丹野景広君） この防犯灯新設撤去につきましては、故障を発

見し次第、必要が出た場合、撤去が必要なものを撤去し、新設するものを新設をするとい

うことで、特段、場所を特定して決めているわけではありませんので、例年考えられる分

ということであります。

以上であります。

○議長（宮川 寛君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、同じく３款民生費２項児童福祉費７８ページ上

段から３項国民年金費８４ページ中段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、４款衛生費１項保健衛生費８４ページ中段から２項清掃費

９２ページまで。

３番多胡議員。

○３番（多胡裕司君） それでは、９１ページの塵芥処理費からのところで、委託料の生

ごみの件なのですけれども、収集等業務で３,４００万円と池北三町行政事務組合に５,８

００万円ということで、９,６００万円ほどの事業費を計上されていると思うのですけれ

ども、たしか生ごみの埋め立ても平成３０年ぐらいまでかなと説明があったわけなのです

けれども、今後に向けての対策なのですけれども、学校給食も含めて恐らく生ごみが大分

ふえてくるのではないかと思われます。そこで、今後に向けてなのですけれども、例えば

鹿追町のバイオマス、先般、議員で行ってきたわけなのですけれども、あそこは牛の堆肥

と一緒に生ごみをまぜて堆肥化を図っていたということで、今後に向けてなのですけれど
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も、３年、これからの計画、どういう形で生ごみを町として処理をしていくのか、恐らく

町でそういう施設をつくれば必ずここに軽減された金額が出てくるのではないかと思うわ

けなのですけれども、今後に向けての計画、対策ということをお聞かせ願います。

○議長（宮川 寛君） 芳賀町民課長。

○町民課長（芳賀 均君） ただいまの御質問ですが、ただいま議員がおっしゃったとお

り、平成３０年度、つまり平成３１年の３月で銀河クリーンセンターの埋め立て地は満杯

になるという見込みが立っております。それ以降は、埋め立てごみについては銀河クリー

ンセンターでは受けられないということになっております。

その後につきましては、今、三町の協議会で協議中であります。特に生ごみについて

は、陸別の場合はいろいろな方法が考えられる中で、例えば十勝環境複合事務組合の施設

ということでも距離があります。今後については、その辺の費用面とかについても詳しく

分析をしながら、何がよりよい方法かというのは、三町との協議の中においても陸別の立

場も主張しながら結論を出していきたいという状況であります。

○議長（宮川 寛君） ３番多胡議員。

○３番（多胡裕司君） ぜひとも、なるべくお金のかからない効率のいい方法でこれから

いろいろな、クラスター事業等もありますし、いろいろなそういうことを模索をしなが

ら、このごみ対策を進めていただきたいと思います。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） 銀河クリーンセンターの関係につきましては、先ほど町民課

長が答弁したとおりでありまして、基本的な考え方というのは、まず一つは帯広まで持っ

ていくと町内での収集回数がまず減るということと、料金が上がるということ。まずそう

いったことが考えられます。したがって、先ほど町民課長が話したとおり、今の水準をど

う、一定程度保てるような体制を含めて陸別町としては考えていきたいと、そのように

思っておりますので、これは三町との協議にもなりますけれども、そこら辺を踏まえて陸

別町としての考え方を反映していきたいと、そのように思っております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ほかに。

２番古田議員。

○２番（古田英一君） ８９ページの扶助費の特定不妊治療費助成金、６回分を見ている

ということで予算計上されておりますけれども、なかなか難しいデリケートな分野かなと

思いますけれども、わかっているところでどういう範囲なのかと、そしてまた、こういう

のをある意味制度としてつくったり、住民への周知、これもまた難しいところだと思いま

すけれども、優しさを持って個別に対応するとかというのもやられているとは思うのです

けれども、ある意味保険適用外だったりとか、実際に治療の現場まで相当遠距離にあると

いうようなこともあろうかと思いますので、その辺はどのように配慮されるのかなという

ことをお聞きしたいです。
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○議長（宮川 寛君） 丹野保健福祉センター次長。

○保健福祉センター次長（丹野景広君） 特定不妊治療の助成につきましては、こちらに

ついては北海道が助成をするという要項に乗った方々のみ町のほうでは助成をするという

ものでありまして、道の内容に即して助成をするものであります。実は、平成２６年度に

改正されたのですが、２６年度につきましては、陸別町の体制が追いつかなかったので、

２６年度ももちろん助成はしておりましたけれども、２７年度から新たな改正体制で臨む

ということで、非常に説明が難しい内容でありまして、例えば、４０歳未満の方でありま

したら、４３歳になるまでの間、通算６回という形になります。いわゆる治療開始が４０

歳以上の場合は、１年目は３回まで、２年目は２回までということでありますけれども、

４３歳になるまでには通算３回ということに、ちょっとなかなか難しい表現になっていま

す。初めて助成を受けるのが２８年度以降という方につきましては、また４０歳未満は４

３歳になるまで通算６回は変わらないのですけれども、４０歳以上４３歳未満は４３歳に

なるまで通算３回ですとか、ちょっとその人その人によって助成の内容が変わってまいり

ます。通算６回分を皆さん使えるようにということで、ＰＲのほうも最低限のＰＲはして

いるところでありまして、なかなかデリケートな問題はありますけれども、必要な方に情

報が伝わらないということのないようにだけは努めてまいるつもりであります。

以上であります。

○議長（宮川 寛君） ２番古田議員。

○２番（古田英一君） 今、道が助成を認定したということをたしかおっしゃったのです

けれども、道はこれを助成するに当たり、どのように市区町村をいろいろ把握されてい

る、どういう手法をもって把握されているのかというのはわかりますでしょうか。

○議長（宮川 寛君） 丹野保健福祉センター次長。

○保健福祉センター次長（丹野景広君） 道のほうもＰＲしているわけでございまして、

道のほうは状況、本人からの申請があった場合、対象者になるかどうかというまた細かい

基準がありますけれども、そちらのほうで対象となると判断された場合、助成をするとい

う形になっております。細かい内容について説明すると非常に長くなってしまいますの

で、一応、規定に基づいて出している。

申しわけございません。説明が足りませんでしたけれども、医療機関に不妊治療等で受

診した場合、そちらのほうから道のほうに、もしくは本人にもこういう制度がありますよ

ということで通知をしますので、本人の情報が漏れるということは基本的にはないという

ことであります。

以上であります。

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、同じく４款衛生費３項水道費９３ページから５

款労働費９５ページ下段まで。

７番河瀬議員。

○７番（河瀬洋美君） 簡単な、単純な質問で確認をさせていただきたい部分です。
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９５ページ、雇用再生対策費の中から補助金として事業者雇用促進支援ということで８

４０万円計上されております。この説明の中で、陸別町に職を求めて勤めて来られる方に

も引っ越し料のようなものが当たるというふうな説明に記憶しているのですが、これは業

種に限定などはありますか。それとも、例えば、みどりの園でもいいですね、北勝光生会

に勤めたとします。十勝管内から来る、そして旅費が出ますね。そういったときに、北勝

光生会のほうでも旅費が支給されるということが規定であると思うのですけれども、赴任

旅費のようなものがね。それのほかにもこの制度からこういう支援があるということなの

か、その辺を確認させていただきたいと思います。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） あくまでも、これは町が立ち上げた無料職業紹介所を介した

ときの求職と求人が一致したと、そうした場合に支給するというもので、ただ単にハロー

ワークからの利用者の方には、求職する方がハローワークだけでやっているとそれは対象

にはならない。情報は連携していますけれども、町内で手続していただくということで

す。

あと、今御指摘のことについては、まだどこの事業体がそういう制度があるかないかも

ちょっとわかりませんので、今後、議会後、速やかにそれを調査して、そこら辺の整理を

していきたいなというふうに思っております。業種限定はございません。

以上です。

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、６款農林水産業費１項農業費１目農業委員会費

９５ページ下段から７目公共草地管理費１０５ページ中段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、同じく６款農林水産業費１項農業費８目農畜産物加工研修

センター管理費１０５ページ中段から１０７ページ下段まで。

６番村松議員。

○６番（村松正敏君） 今の農畜産物加工センターの部分で、１０６ページの需用費にか

かわる部分です。説明では前にも話が出た地域活性化事業のうちの事業部分ですね。それ

らにかかわる部分で、製品、ジャーキーだとか牛乳だとかいろいろな部分が研究開発され

ていると思います。これら、先ほどもいろいろな議員の中からも出ましたけれども、ある

程度ミネラルウォーター関係につきましては、もう商品化され、販売部分の事業に入って

くるのかなというふうに思っております。木炭も大体そういうようなことで、使用方法だ

とかの研究をしている。加工センターの分についても、エゾシカ肉を活用するとか生乳の

活用だとか、それらについても実践が始まって、その結果、今後どのような形にしていく

かということにつながってくると思うのですよ。そのめどというのかな、先ほども出まし

たけれども、やっぱりある程度、７、８割研究開発が終わったとすれば、その後、どのよ

うな考えで進めていこうとしているのか、その辺についてお伺いします。

○議長（宮川 寛君） 副島産業振興課長。
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○産業振興課長（副島俊樹君） 加工センターで製造販売している品目については、シカ

ジャーキー、シカしぐれ、あと飲料用の牛乳というふうになっております。シカジャー

キーについては、製造を開始して約２年。シカしぐれと牛乳については、今年度から実質

開始しているような形になっております。そういったことで、当面、現在のような形で製

造販売していくようなことにはなっていくかと思いますが、いつまでというのはこの場で

申し上げれる段階ではございませんけれども、将来的には加工センター直営ということで

はなくて、ほかのところで引き継いでいただけるような形に持っていくように２７年度に

ついても調査をしながら製造をしていくというような形をとっていきたいというふうに考

えております。

○議長（宮川 寛君） ６番村松議員。

○６番（村松正敏君） そのとおりだと思うのですよね。というのは、やっぱり製品開発

については、先ほどの地域活性化から需用費とか、それらに見ていろいろ開発していくと

いう部分は今の状況で進むのかなというふうに思いますけれども、僕は一番心配している

のは、研究開発がやっぱり一定程度の段階を持ったものについてはその事業が成り立つか

どうか、企業としてのマネージメント的な時期に入る部分というのは出てくるのではない

かなというふうに思うのですよ。ですから、先ほどのところで言えばよかったのですけれ

ども、ミネラルウォーターだとか木炭だとか、それらについては完全にマネジメント的な

要素で物事を進めていかなければならない。今回のシカジャーキーにしても、それらのも

のについても、やっぱりある程度、味だとか商品化ができて、いろいろな形ができるとす

ると、今度販売等の関係をやって、やっぱりどういうふうにしたら物が、販路ができてい

くのかとか、その辺に踏み込んでいかなければならない時期になっていると思うのです

よ。たまたまいろいろな部分を見ますと、民間のそういうコンサルタント的な要素で事業

計画の立案だとか事業開始のフォローだとか、その事業をやるのに安定的な成長に向けた

形をどうするのかとか、事業の計画案の策定、例えば設備だとか人材、それから資源の確

保、シカだって今やっている量では到底行き着かなくなる。そうなると、そういうものが

どういうふうにして資源が確保できるかとか、そういう形をつくっていくという戦略をや

はり今から考えておかなければ、ただ研究開発だけで終わってしまうのではないかなとい

う気持ちがありますので、その辺について今後どのように取り組んでいこうとしているの

か、お伺いいたします。

○議長（宮川 寛君） 副島産業振興課長。

○産業振興課長（副島俊樹君） 議員のおっしゃるとおり、研究も必要ですけれども、今

後どのように販路拡大ですとかそういったことも必要になってくると思います。その場

合、今来ていただいているアドバイザーですとか、あと地域ブランドの専門員という形に

半年後以降はなっていくのですけれども、協力隊員とも協議しながら、あと加工センター

の運営協議会の中でも検討しながら、将来の方向性について２７年度は検討していきたい

というふうに考えております。
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また、シカの資源についても、現在は有害鳥獣駆除ですとか、あと狩猟も入るのですけ

れども、そういったことでとったシカの肉をどう有効活用していくかということで、全国

的にシカ肉の利用が進んできているかと思います。当然、シカが減ってくると原料も減っ

てくるというふうにはなってくるのですが、有害駆除という面ではそれはそれでいいのか

なと思うのですが、物をつくっていったときにそこら辺、どう原料を確保していくかとい

うのはまたその兼ね合いを検討していかなければならない部分かなというふうには思って

おります。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ６番村松議員。

○６番（村松正敏君） 今課長の言ったとおりだと思うのですよね。ただ、私が言いたい

のは、やはり今の専門員だとかアドバイザーとかそれらについては、製品開発の部分では

非常にいい形ができてきているなというふうには思っておるのですよ。ただその後、加え

て今度、販売収入だとかそれらを見ると、現状というのは陸別の地元で販売している量と

いうような形でいけば本当にごくわずかな部分ですよね。やはりこれからはそういう企業

戦略をしていくとすれば、きちんとした、これで本当にやっていけるのか、企業化できる

のか、その辺までマネジメントをしていくということが必要になってくる時期に入ってき

ていると思うのですよ。だから、そういう部分でやはり地元だけの視点でなくて、やはり

陸別がこれだけイベントだとかいろいろな部分で全国規模に陸別という町が知られている

わけですから。それらを含めて考えた場合に、もっと幅広い部分で企業化したらそういう

ところに売っていかないと、３００万円や４００万円の売り上げでは絶対に産品にならな

い。要するに、例えばふるさと納税で上士幌があんなに何億も入ってきていますけれど

も、結果的には地元産品をやはりそこに贈り物としている部分というのは非常に金額的に

大きい部分がある。それによってＪＡですか、そこでつくっている上士幌のブランドの牛

肉がたくさん売れていると。そういうふうになれば、そこで企業化ができて、そこに雇用

の場所が生まれて、それでそこに潤いが回るという、そういうシステムになっている。で

すから、折角こうやっていろいろ研究開発をしているのですけれども、ある程度形ができ

たものについてはそういうことが本当にできるのかどうかまで含めて物事を話していかな

いと、ただ専門員というのは地域おこし協力隊を使ってそれで終わっているというだけ

で、人件費さえも出ないというそういう部分なのです。折角そこまで行くのなら、その人

たちが将来的にそこで起業したり、そこで働ける雇用の場所が生まれてくるようなシステ

ムにしていかなければならないという、中長期的な発想をやっぱり行政も入れていかない

と企業は育っていかないと思うのですけれども、その辺についていかがでしょうか。

○議長（宮川 寛君） 副島産業振興課長。

○産業振興課長（副島俊樹君） 議員のおっしゃるとおりです。今段階、それぞれの個別

の商品について具体的な長期計画というのはなかなか立てられない状況でありますけれど

も、町内の、例えば陸別町の振興公社ですとか、そういったところが引き継げるようなも
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のにしていかないと、なかなか民間では引き受け手がないというふうになってきますの

で、そういったところも含めて、今後町内だけではなく町外にも販路を広げられるような

形をつくっていくために、いろいろ関係機関と研究を進めながらやっていかなければなら

ないのかなというふうには思っております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） 販路拡大、すごく難しい状況ですけれども、町も、あと振興

公社も町内のイベントでは必ず出店しておりまして、そこそこ販売をしております。あわ

せて今年度ですけれども、東京での販売ですとか、札幌のイベントでの販売ですとか、そ

ういう努力もしているところですが、なかなか結果としてはぱっとなりませんけれども、

前年度から見ると販売は上回ってきているのが現状でございます。ただ、議員御指摘のこ

とについては、町としても課題として押さえておりますので、御意見として賜りますけれ

ども、それらも含めて今すぐにはできないかもしれませんけれども、その課題として整理

して加工センターも含めて、販路も含めて課題としていきたいなと、そういうふうに思っ

ております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） 昼食のため、午後１時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０３分

再開 午後 １時００分

○議長（宮川 寛君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

加工センター管理費まで、質問ありませんか。

３番多胡議員。

○３番（多胡裕司君） それでは、加工センターについて今、同僚議員のほうからあった

わけなのですけれども、関連でいろいろな形で加工センターもしがらみが解けて、今、い

い状態になってきているのではないかなと思われます。そこで、やはりお助け隊ですとか

協力隊ですとかいろいろな形をとられるわけなのですけれども、ぜひともアドバイザーみ

たいな人を仮にひと月に１回とかそういう形でも結構ですので、仮に陸別町の牛乳でつ

くったチーズはどういうチーズがつくれるとか、ソフトクリーム、アイスクリーム、そこ

ら辺も結構隣町に一生懸命やっておられる方もいます。そういう方々をぜひともひと月に

１回ぐらい呼んで、地域に合ったものを、六次化産業に合ったものを、陸別町のものを

使ってこういうものができるということをまず試験をしていただきたいのと同時に、シカ

ジャーキーを今つくっていろいろ試験販売していい状況にいっているのですけれども、仮

にそれが商品化になって、自分で企業をやるとなってもまだ完全に力がつくかどうかわか

りません。そこで、上士幌町のように加工センターを大いに利用して、仮にそういう企業

があらわれたときには加工センターを十分に利用して、そしてやっと採算ベースに乗った

ときに民間に渡すような形をとれるような形でしっかりとした加工センターにしていただ
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きたいと思いますので、そこら辺いかがでしょうか。

○議長（宮川 寛君） 副島産業振興課長。

○産業振興課長（副島俊樹君） 議員のおっしゃるとおり、講師になるような方について

は、年に数回でも呼べるような形で、そういった講習をできるように検討をしていきたい

というふうに考えております。

それと、加工センターの利用の関係ですけれども、今も実際に使っているところは、振

興公社が独自の商品を製造販売する場合に肉の処理などで加工センターを使っている実態

がございます。ほかの業種につきましても、試験段階からある程度軌道に乗るまでは加工

センターを使えるというような状況になっておりますけれども、ただ、その方が全部集中

して使えるというふうにはなかなかならないと思いますので、その辺は回りと協力し合い

ながらという形にはなろうかと思いますけれども、そのように考えております。

○議長（宮川 寛君） ３番多胡議員。

○３番（多胡裕司君） ぜひとも乳製品のほう、飲む牛乳しかありません。そこで、あれ

だけの立派な施設になっていますので、ぜひともチーズですとかアイスクリームですと

か、そういう形でどういうものがつくれるのかというだけでも一歩前進するのと同時に、

クラスター事業で六次化をうたっています。だから、ここら辺も国の補助金をしっかり見

据えながらいろいろな形で模索をしながらやっていただきたいと思います。

○議長（宮川 寛君） 副島産業振興課長。

○産業振興課長（副島俊樹君） そうですね。陸別の牛乳の可能性について、今後も調

査、研究を行ってまいりたいと思います。

それと、いろいろ国の事業などを調べながら進めていきたいというふうに考えます。

以上であります。

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、同じく６款農林水産業費２項林業費１０７ペー

ジ下段から１１１ページ下段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、７款商工費１１１ページ下段から１１７ページ上段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、８款土木費１１７ページ上段から１２５ページ

下段まで。

２番古田議員。

○２番（古田英一君） １２０ページの除排雪業務ということで予算計上されておりま

す。近年、異常気象等でいろいろな気象条件に見舞われるわけですが、雪もその一つであ

りまして、今年度の大雪等に当たりまして、町民等の除排雪にかかわる声とかを町のほう

で捉えているでしょうか。捉えていれば教えていただきたいなと。

○議長（宮川 寛君） 高橋建設課長。

○建設課長（高橋 豊君） 除排雪の関係ですが、年前の大雪に関しては排雪が早かった
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ということで、お褒めの言葉をいただいたところでございますが、年明け早々、今日に至

るまでにかなりの回数が降っておりまして、特に３月に入ってからは暖気等について除排

雪が間に合わない、当然、降雪の時は除雪はしているのですけれども、降雪によって路面

上が凍って、それを削り取るのにちょっと時間が間に合わないという苦情が数件ほど来て

おりました。それと、あと年明けの排雪についてもできる限りやったつもりではございま

すが、特に町道等の角等については見通しが悪いという苦情の電話等は何件かありまし

た。

状況については、以上でございます。

○議長（宮川 寛君） ２番古田議員。

○２番（古田英一君） そうですね。自分もやっぱり交差点ですか、この除排雪というの

は今後よく検討して速やかに進めていただきたいなというのが非常に町民の声ではないか

なと思います。またこの金額は、ここに副町長の説明でふれていなかったということは前

年並みという金額という捉え方でよろしいですか。

○議長（宮川 寛君） 高橋建設課長。

○建設課長（高橋 豊君） ２７年度の除排雪のこの委託料につきましては、若干、２０

０万円ほどふえております。理由としては、職員が一人退職ということでございますの

で、その分を民間に委託するということで、その分がふえております。回数等について

は、過去の３年間の実績をもとに計算しておりまして、１回ほどふやしているというよう

な状況でございます。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ７番河瀬議員。

○７番（河瀬洋美君） 私も１２０ページの除排雪業務のことでお尋ねをしたいことがあ

ります。

ことしはまた年明け早々たくさんの雪が降って、除雪をしていただいても雪を置いてお

くところが大変な状況にもなっています。私の近くについてもそうで、そのようなことが

現在起きているわけですけれども、かなり交通に障害が起きているところもありますし、

今言われたように見通しの悪いところもあります。ですが、雪の降る前、除雪業務が始ま

る前、この地域は一体どこにどのような除雪をすればスムーズにできるのか、安全に雪を

置くことができるのかということは、雪のないときに一度来て調査をしておくべきだと思

うのですね。何度も何度も除雪して、もう置くところがない状況に今なっています。そう

いったことも含めて、毎年毎年の除雪費、この除排雪費、たくさん積んでいかなければな

りませんけれども、地域によってはここをこういうふうに押してくれたら雪はここにずっ

と置けるのに、排雪まで要らなくて済む、安全にここに雪が置けるのにというところもあ

ります。そういったことはその地域に住んでいる方でないとわからないことがたくさんあ

りますので、雪が降る前にそういった調査を一度しておくべきかなと思うのですが、いか

がでしょうか。
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○議長（宮川 寛君） 高橋建設課長。

○建設課長（高橋 豊君） 雪の堆積場所ということなのですけれども、それぞれの自治

会にそれぞれ道路のふちだとかいろいろなところに堆積しているわけでございますが、今

回につきましては雪の量が多いということで、雪捨て場のスペース自体もかなり制約を受

けていたということで、どうしても排雪しても雪の捨て場所がないというのも一端にはあ

ると考えております。当然、今言ったような交差点のところにはなるべく置かないように

というようなことは考えて、置いた場合についてはできる限り危険な箇所については排雪

していきたいという考えは当然持ってはおります。今後、委託業者も含めて、そういった

箇所を当然住民からも聞いておりますので、意見を聞きながら今後調査していきたいとい

うふうに考えております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ７番河瀬議員。

○７番（河瀬洋美君） 努力を重ねられてこの除排雪には取り組んでおられるということ

は十分わかりますけれども、除雪の会社がかわるたび、地域の者がこうではなくて今まで

はここに置いていたのだけれども、ことしはどうしてこうならないのですかということが

毎年あります。ですから、必ず除雪する業者には、前年度の申し送りですよね、ここの地

域はここに雪が置けるようになっていますよとか、ここまで除雪すればいいですよとか、

雪を押すのならずっと奥のほうまで押していっておいてください、その後何度降ってもこ

こに置くことができますよとか、そういったことについてはその地域の業者がかわるとい

うことで、その年その年に対策を立てるというよりも、必ずどこに雪が置けるかとか、ど

ういうふうな除雪をするべきかということは新しい業者に担当がかわったとしても、必ず

町も入ってそのことについては申し送りをして、後から苦情の件数が少ないように取り組

んでいかなければならないと思うのですが、いかがでしょうか。

○議長（宮川 寛君） 高橋建設課長。

○建設課長（高橋 豊君） 議員おっしゃるとおり、請け負っている業者自体はかわって

はいないとは思うのですけれども、担当者がかわると。それぞれ会社の都合ということも

あるとは思うのですけれども、うちの職員も含めて今後申し送りができるように態勢を整

えていきたいと考えておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、消防費１２５ページ下段から１２６ページま

で。

３番多胡議員。

○３番（多胡裕司君） それでは、消防費についてお尋ねをいたします。

２８年の４月１日から、いよいよ広域合併のデジタル化が始まると思われます。そこ

で、今年度は１名の職員の募集をして対応に当たるということをお聞きをしております。

そこで、広域合併により大誉地地域が今回陸別町の担当範囲になるということですよね。

そこで、大誉地地域の携帯のエリアは今年度中に解消されるということなのですけれど
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も、陸別町のまず携帯のエリアが、そこら辺もうちは調査を進めているのか。

それと、これだけ広域になって大誉地地域まで見るということになれば、当然職員に対

する負担もふえてくると思われるのですけれども、そこら辺１６名体制で今行っているわ

けなのですけれども、夜間もたしか４名の体制で当たっているわけなのですけれども、そ

こら辺、労働時間だとかそういうのが大丈夫なのかと、たとえ一人、１名募集をかけて

も、今年度は多分消防学校に６カ月間行くのと、恐らく広域化による職員の派遣もありま

すよね、当然今年度中にね。それも１名出てくるのと、それと大誉地地域で仮に対応に当

たる場合に、そこら辺、足寄町とどういう話し合いになっているのか。例えば陸別町から

救急車が出ても搬送先の病院をどこにするですとか、いろいろこれから考えられてくる課

題が多いと思うのですよね。大誉地の自治消防をどういう対応をとるのかですとか、いろ

いろあると思うのですけれども、今年度中で結構ですのでそこら辺をきちんと詰めてやっ

ていただきたいと思うのですが、いかがですか。

○議長（宮川 寛君） 早坂総務課長。

○総務課長（早坂政志君） 消防広域化の関係については、現在の帯広の消防局のほうで

議員各位も視察をしてこられたと思いますが、携帯エリアとか通報されたところから大体

の地域がわかるようになっております。陸別町の範囲として大誉地も入っているわけです

けれども、第一報が陸別町に来るということで一番近い消防から出動するということが原

則となっておりますので、例えば大誉地地区でも足寄から行ったほうが近いという地区、

住宅ではなくて道路とかでも、その地域が出た場合には近いほうを選定して出動命令が帯

広のほうからされるということでありますので、その辺については消防署長会議とか消防

のほうでもいろいろ詰めておられるというふうに聞いております。そういった意味でエリ

アが設定されているようでございますので、その辺についてはさらにこちらも詰めながら

確認をしながら進めさせていただきたいと思います。

それから、携帯電話のエリアについては、上陸別の津別方面に通話できない状態のとこ

ろがあります、不感地帯がありますけれども、それ以外では特に支障を来しているという

ところはお聞きしておりません。不感地帯については、先般携帯の会社の方とお話をして

いますが、その地域については通信網の関係で難しいということをお聞きしております。

さらにちょっと研究をさせていただきたいと思います。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ３番多胡議員。

○３番（多胡裕司君） 今の説明で大体わかりました。

ぜひとも足寄町との協議を進めていただきたいのと同時に、例えば住所の登録を私の場

合ですと本籍が長い、足寄郡上利別原野東２線２２２番地なのですけれども、仮に陸別町

上トラリの多胡ですといって、陸別町上トラリが通用するのか、そこら辺をどっちにする

のかとか、いろいろ今後出てくると思うのですけれども、そこら辺を簡単に教えてくださ

い。
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○議長（宮川 寛君） 芳賀町民課長。

○町民課長（芳賀 均君） ただいまの御質問については、私のほうから説明申し上げま

す。

現在、字名とその行政地区名との関連性について、町民課の中で整理をしている最中で

あります。それを消防のほうに伝えるということになっています。

○議長（宮川 寛君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、１０款教育費１項教育総務費１２７ページから

１３２ページ中段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、同じく１０款教育費２項小学校費１３２ページ中段から３

項中学校費１３８ページ下段まで。ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、同じく１０款教育費４項社会教育費１３８ペー

ジ下段から５項保健体育費１５０ページ上段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、１１款災害復旧費１５０ページ上段から１３款予備費１５

１ページまで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、歳出全般について質疑を行います。

ただし、ページを区切って質疑を行いましたので、その範囲を超えて他のページと関連

あるものに限定します。

７番河瀬議員。

○７番（河瀬洋美君） 歳出全般の中からということでお尋ねをいたします。

今回、陸別町にとっては２６日の給食センターの竣工式、そして２８日が試食会という

ことになっています。４月１日からいよいよ子供たちも大変楽しみにしている給食が始ま

るということになっていますが、この中で保育所、小学校、中学校の食材費のことで経費

として今回上がってきています。保育所が２２１万８,０００円、小学校が４５６万円、

中学校が３１９万円、合わせて約１,０００万円近い金額が計上されております。全額、

全員に無料で補助制度を使ってスタートするということでしたけれども、この給食事業に

ついて、今後どのような展開、この給食を活用して陸別町ではどのように展開し、どのよ

うな進め方をするのかということをお聞かせください。

○議長（宮川 寛君） 野下教育長。

○教育長（野下純一君） 今までの給食事業についての、導入する理由については、この

議会でも何度となくお話をさせていただきました。再度、もう一度繰り返しになりますけ

れども、一つはまず産業の振興に寄与するということであります。それから、特に働く環
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境、要するに女性、特に女性の負担の軽減、それと社会への参画、それと三つ目が食育と

いう、この三つの観点を大きな柱としてこの給食事業を導入するということを説明してま

いりました。今回、導入するに当たって、一つ一つ丁寧に今まで取り組んできたのですけ

れども、総論でいうと今までも何回となく言っていますけれども、日本一おいしくて安全

な給食を提供したいということで、職員にも、それから調理員にもそういう旨を説明させ

てもらっています。この日本一おいしいというのは、数値的なことを言っているものでは

ありません。他と比較してうちがおいしいとか、そういうふうなことを私としては追及す

るものではありません。私たち一人ひとりが陸別ならではのものをきちんと把握をして、

そして陸別の今まで提供というか、いわゆる愛情弁当といわれてきたその、子供たちに愛

情を持って提供してきたお弁当のその気持ちを、この給食事業の中にどう取り入れていく

のかということを説明をさせてもらっております。ですから、繰り返しになりますけれど

も、先ほど冒頭、三つ言った観点と、それと子供たちがこの給食をおいしいというのと、

やっぱり愛情のこもった、それを食を通して感じてもらえる、そのような優しい給食を提

供していきたいというふうに思っております。

あとは設備も、アレルギー食も対応できるようにしておりますし、あとは安全で安心な

ものをしっかりと提供していくことだというふうに今、心がけております。

○議長（宮川 寛君） ７番河瀬議員。

○７番（河瀬洋美君） この給食の論議が始まって以来、教育長なり町からのお答えとい

うのは大体今のとおりでずっと通してきました。ですが今回、１,０００万円近いお金を

かけて食材費用を無料にし、給食を始めるわけですから、それだけの意義のあるものでな

ければならないと私は思っています。というの中で、子育て支援事業の一環としてという

ような話も前回にはありました。子育て支援事業というのは、この給食費を無料にすると

いうことも大きくくくれば入ってくるかもしれません。ですが、子育て支援事業というの

は、裏を返してみれば、親を育てる事業であると思います。全ての子育て支援事業は全て

親に対して、保護者に対して育っていただきたいというところがある。そのことも含めた

給食になっていただきたいなと思います。食の大切さ、そして１食、ただ１日の１食が栄

養のバランスのとれたもの、好き嫌いがなくなってよかったというものだけではなく、朝

食と夕食にもしっかりと気配りができるような保護者になれるように、そういった活動も

この給食事業を通していろいろな形で教育委員会で学校とも打ち合わせをしながら進めて

いく必要があるのではないかと思います。それでこそ、１年間に１,０００万円をかけた

給食の食材費を町の税金、これには交付税なり何なりの措置があるというふうなこともあ

りますけれども、そういったことだけではなくて、かけても値のある給食になるような事

業をこれから一緒にあわせて進めていかなければならないと思います。もちろん、安全な

給食を届けるということは物すごく大事なことです。命をいただくということです、食と

いうのは。そういったことも含めながら、教育的にももう少し給食はどうなのだというこ

とは、子供たちにもその保護者にも伝えていく必要があると思うのですが、いかがでしょ
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うか。

○議長（宮川 寛君） 野下教育長。

○教育長（野下純一君） 私もこの給食を通して、今、河瀬議員のおっしゃるとおりの精

神は本当に重要だというふうに感じております。それを具体的に保護者の方々、それと地

域の方々にもこのことについては十分理解してもらえるような活動を教育委員会を通して

やっていかなければならないというふうに思っております。これは、給食事業を通して、

特に展開しなければならないと思いますが、大人が今、示すべき役割、社会における道

徳、それからいじめなどを学校だけの問題とか子供たちの間だけの問題ではなくて、大人

の中の縮図だというふうにもいわれております。今、ＰＴＡ活動を予算では社会教育費の

中で計上しているのですけれども、なかなかうちの社会教育との接点が弱いなというふう

に私は感じております。もともと社会教育の中でＰＴＡ活動を取り入れていかなければな

らないということも指摘をされております。今、質問のありました給食費の全額補助とい

うことを特に通じながら、さまざまなところで大人、それから保護者、親が果たしていく

べき行動などについて、教育委員会も一緒になって学んでいくというふうな姿勢でさまざ

まな取り組みの中で共有していきたいなというふうな覚悟でおります。

以上です。

○議長（宮川 寛君） 以上で歳出についての質疑を終わります。

次に、歳入の逐条質疑を行います。

歳入の事項別明細書は、１１ページから参照してください。

１款町税１１ページから１２ページ上段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、２款地方譲与税１２ページ上段から１１款分担金及び負担

金１４ページ下段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、１２款使用料及び手数料１４ページ下段から１

８ページ下段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、１３款国庫支出金１８ページ下段から１４款道支出金２５

ページ中段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、１５款財産収入２５ページ中段から１８款繰越

金２８ページまで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、１９款諸収入２９ページから２０款町債３４ページまで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、歳入全般について質疑を行います。ただし、
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ページを区切って質疑を行いましたので、その範囲を超えて他のページと関連あるものに

限定します。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 以上で、歳入についての質疑を終わります。

次に、第２条債務負担行為及び第３条地方債についての質疑を行います。７ページを参

照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、予算書１ページ、第４条一時借入金、第５条歳

出予算の流用についての質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に議案第２０号全般について行います。質疑はあり

ませんか。

３番多胡議員。

○３番（多胡裕司君） それでは、歳入歳出全般でお尋ねをいたします。

２７年度の一般会計の歳入歳出、ほぼ決まってきたわけなのですけれども、最近の陸別

町を見るとき、ここにも先ほどありましたように固定資産税の減ということですね。世帯

数は１,３９１戸で人口が２,５９１名ということで、いろいろな緊急推進事業ですとかい

ろいろな対策をとって町には若者たちが来ているわけなのですけれども、住宅難というこ

とですね。そこら辺を、恐らく世帯数は変わらないということで、ひとり暮らしの方が大

部分を占めているのかなという現状にあるとは思うのですけれども、それと民間の個人、

または企業の方の力を借りてアパート経営等されているわけなのですけれども、なかなか

住む場所がないという現状にあります。そこで、やはり私が思うには、やはり個人の家を

建ててもらって、持ち家制度をきちんと確立をして、長い将来にかけて陸別町に住んでい

ただくというような制度をきちんと確立をして、やはり安定した固定資産税の収入を得る

とかですね、そういう形をとっていただきたいのと同時に、町内の下水道は約８０％近く

終わっていると思うのですけれども、農村部においては下水道はありません。そこで、資

料請求をしたわけなのですけれども、十勝管内における浄化槽の設置に対する町村の助成

状況ということですね、これを見せていただくと、陸別町と池田町だけが十勝管内ではな

いということですね。ここら辺もやはり農家の後継者が帰ってきて住宅を建てるとかいろ

いろな形の中で、また築年数が３０年を超えているということでやはり建てかえ等もあり

ます。そこで、やはり農村部にもぜひともいろいろな形で合併浄化槽の助成をするとか、

持ち家を建てるときに助成をする、また町の人が持ち家を建てるときに助成をするとか、

いろいろな形でやはり持ち家制度の確立ということを私は望むわけなのですけれども、そ

こら辺いかがでしょうか。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） 今の議員御指摘のことは、課題として押さえさせていただき
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ます。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ３番多胡議員。

○３番（多胡裕司君） ぜひとも今後の課題において、農村部においては、やはり町の人

が下水道を使っていて、例えば孫がうちに来たとき、やはりいなかのトイレではできない

という現状がございます。そういう面をいろいろ緩和して、やはり農村部に合併浄化槽の

助成ですとか、また町内において持ち家を建てる、またひとり暮らしの方の住宅のこれか

らの状況ですとか、仮にあいている家がどういう状況であいているのかだとか、そういう

形できちんと調査をして、なるべく住宅難のないように、また固定資産税をしっかりと将

来を見据えた形できちんと対策をとっていただきたいと思って、終わります。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） さっきの答弁と同じ形になるかもしれませんけれども、一

応、現状としてもそれは認識をしておりますので、あわせて課題とさせていただきたいと

思っております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ほかに質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで、議案第２０号についての質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第２０号平成２７年度陸別町一般会計予算を採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（宮川 寛君） 起立全員です。

したがって、議案第２０号は、原案のとおり可決されました。

これから、議案第２１号の質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算のうち、歳出全般について行います。

歳出の事項別明細書は、国保１４ページから２２ページまでを参照してください。あり

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、歳入全般について行います。

歳入の事項別明細書は、国保９ページから１３ページまでを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、国保１ページ、第２条、歳出予算の流用についての質疑を
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行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、最後に、議案第２１号全般について質疑を行います。

ただし、歳入歳出に区切って質疑を行いましたので、歳入歳出の両方に関連している場合

のみに限ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで、議案第２１号についての質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第２１号平成２７年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計予算を採決

します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（宮川 寛君） 起立全員です。

したがって、議案第２１号は、原案のとおり可決されました。

これから、議案第２２号の質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算のうち、歳出全般について行います。

歳出の事項別明細書は、直診１１ページから１８ページまでを参照してください。

６番村松議員。

○６番（村松正敏君） 直診の１４ページの委託料、夜間休日の関係、当直の関係になる

と思うのですけれども、今までとは違って、今度事業体に委託するというようなお話で

あったかなというふうに思います。過去の、今までどういうような状況でやっていて、ど

ういう問題点があって、今後そういうふうに業務委託というような形になっていくのか。

陸別の場合は本当に、定年退職者にしても人材が非常に少なくなってきているというよう

なこともありますので、その辺とのかかわり等も説明していただければと思います。

○議長（宮川 寛君） 丹野診療所事務長。

○診療所事務長（丹野景広君） ただいまの夜間休日警備のことについてでありますが、

副町長の説明にも先日あったかと思いますが、過去は個人に委託をして対応してございま

した。これは、ここで申し上げていいかどうかわかりませんけれども、法的にもちょっと

グレーに近いやり方であったということがあります。今般、最近、議員も御指摘のとお

り、人材が非常に不足をしております。今までやっていただいた方が体調を崩していなく

なられる、また高齢になってきておりまして夜間警備に対応できないということになりま

して、人材の確保がもうできない状況にあります。警備会社のほうにお願いをする、警備

会社というかその人材の対応できる会社のほうにお願いをしたいということで予算を計上
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したところでありますけれども、私どものほうからその会社、もし請け負う会社が出たと

しても、人材の確保は多分町内からも含めて考えるというふうに思われます。ただ、私ど

もが調整してもなかなかいないという部分がありましたので、人材の確保はそう簡単では

ないのかなというふうに思いますが、業者は責任を持って、いない場合はどこからか、帯

広なりからでも連れてきてでも対応するということになっております。ただ、うちのほう

で個人委託していた部分というのは、ほとんど賃金に近い金額でありますので、今後会社

であれば、うちの積算の中ではきちんとした賃金待遇になると思われますので、そちらの

ほうはもしかしたら、もしかしたらという言い方は悪いのですけれども、人材の確保が今

よりはうまくいく可能性が高いのかなということであります。

今後についても、２７年度、この機会に委託をするという形、会社に委託をということ

で考えておりまして、今後もこの形でいきたいというふうに考えているところでありま

す。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、歳入全般について行います。

歳入の事項別明細書は、７ページから１０ページまでを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、予算書直診１ページ、第２条、一時借入金につ

いての質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 最後に、議案第２２号全般について質疑を行います。

１番本田議員。

○１番（本田 学君） 全般についてです。資料ナンバー５６を見ればわかるというか、

あれなのですけれども、下から２番目の繰入金の問題であります。

来年度、２７年度、この数字で病院経営というのは収入がどうだとかこうだとかという

ことを余り言いたくないのですけれども、ここで増加、３,０００万円ほどして、償還と

いうか起債の償還分は減っていて、ここがまたふえていくというこの数字上のことだけで

言うのはあれなのですけれども、どのように分析しているかということであります。この

表を見ていくと、さまざまな要因は見えてくるのでありますが、どのように分析している

のかというところを聞きたいと思います。

○議長（宮川 寛君） 丹野診療所事務長。

○診療所事務長（丹野景広君） 議員の御指摘というか、質問でありますけれども、この

財政対策分の金額の、繰り入れの主な要因は人件費の増が大きいということであります。

その他の、ほかにもいろいろ入院収入ですとか、使用料、歳入歳出全般の動きによっては

変わってくるものでありますけれども、一番大きな要因は人件費ということで分析をして
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おります。人件費につきましては、現在の職員、特に看護師の体制が本来必要な人数に達

していないという部分もあります。新規採用したいという職員の部分であるとか、あとは

人材紹介会社からの、こちらは人件費というふうにはなりませんけれども、物件費になり

ますが賃金、紹介手数料等が膨らんできている原因かなというふうに分析しているところ

であります。

以上であります。

○議長（宮川 寛君） １番本田議員。

○１番（本田 学君） 今日までのいろいろな議論の中に、やはりそこの部分が一番こう

いうところに数字が出てきているのかなと思います。きっと切実な、先ほどからの話の流

れではないのですけれども、人材不足というか、募集をかけても来ていただけないという

部分がやはりジャブをやっているうちにこういうふうに数字としてこうやってあらわれて

くるのかなと思いますので、私自身もそうなのですけれども、いろいろなところに声かけ

をして人材確保をしていかなければいけないなと思います。

○議長（宮川 寛君） 丹野診療所事務長。

○診療所事務長（丹野景広君） 今の人材確保ということであります。町としてもホーム

ページ、ハローワークその他で看護師の正職員の募集はこれからも続けて、今も行ってお

りますし、これからも続けてまいります。

先ほどの説明の補足にもなるかもしれませんけれども、人件費の上がっている一部の理

由、小さな理由ですけれども、今まで新採予定の看護師の年代を２０代というふうに考え

て、若手職員ということを考えていたのですが、今度は４０代ということ、現実に即して

ということで上げていますので、その分で人件費が上がっている部分もございます。年齢

は一応４０代とか４５とか５０とかありますが、応募があれば人を見てもちろん採用して

いきたいのもありますし、もともと私どもの職場で働いていた看護師でこっちに来たいと

いうふうに考えている職員もいるようでございますが、なかなか話もまとまらないのもあ

りますが、そういうところも含めていろいろな人に声をかけて、他力本願でもありますけ

れども、そういう部分も声かけに力を入れていきたいというふうに考えております。

以上であります。

○議長（宮川 寛君） これで議案第２２号についての質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第２２号平成２７年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予

算を採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）
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○議長（宮川 寛君） 起立全員です。

したがって、議案第２２号は、原案のとおり可決されました。

これから、議案第２３号の質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算のうち、歳出全般について行います。

歳出の事項別明細書は、簡水１０ページから１４ページまでを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、歳入全般について行います。

歳出の事項別明細書は、簡水７ページから９ページまでを参照してください。ありませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、第２条、地方債の質疑を行います。４ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、第３条、一時借入金について質疑を行います。

１ページです。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 最後に、議案第２３号全般についての質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、これで、議案第２３号についての質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第２３号平成２７年度陸別町簡易水道事業特別会計予算を採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（宮川 寛君） 起立全員です。

したがって、議案第２３号は、原案のとおり可決されました。

これから、議案第２４号の質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算のうち、歳出全般について行います。

歳出の事項別明細書は、下水９ページから１３ページまでを参照してください。ありま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、歳入全般について行います。

歳入の事項別明細書は、７ページから８ページまでを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、第２条、地方債について質疑を行います。４ページ。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、第３条、一時借入金について質疑を行います。

１ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 最後に、議案第２４号全般についての質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで、議案第２４号についての質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第２４号平成２７年度陸別町公共下水道事業特別会計予算を採決しま

す。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（宮川 寛君） 起立全員です。

したがって、議案第２４号は、原案のとおり可決されました。

これから、議案第２５号の質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算のうち、歳出全般について行います。

歳出の事項別明細書は、１１ページから１７ページを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、歳入全般について行います。

歳入の事項別明細書は、７ページから１０ページまでを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、第２条、歳出予算の流用についての質疑を行います。１

ページです。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 最後に、議案第２５号全般について質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、これで、議案第２５号についての質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第２５号平成２７年度陸別町介護保険事業勘定特別会計予算を採決しま

す。

この採決は、起立によって行います。
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本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（宮川 寛君） 起立全員です。

したがって、議案第２５号は、原案のとおり可決されました。

これから、議案第２６号の質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算のうち、歳出全般について行います。

歳出の事項別明細書は、９ページから１０ページまでを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、歳入全般について行います。

歳入の事項別明細書は、７ページから８ページを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 最後に、議案第２６号全般について質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで、議案第２６号についての質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第２６号平成２７年度陸別町後期高齢者医療特別会計予算を採決しま

す。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（宮川 寛君） 起立全員です。

したがって、議案第２６号は、原案のとおり可決されました。

２時１５分まで休憩いたします。

休憩 午後 １時５９分

再開 午後 ２時１４分

○議長（宮川 寛君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

────────────────────────────────────

◎日程第９ 意見書案第１号「外形標準課税」の適用拡大に反対する

要望意見書の提出について

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第９ 意見書案第１号「外形標準課税」の適用拡大に反対す

る要望意見書の提出についてを議題とします。

事務局長に意見書の本文を朗読してもらいます。

○事務局長（吉田 功君） 意見書案を朗読させていただきます。
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「外形標準課税」の適用拡大に反対する要望意見書。

政府税制調査会は、法人税減税の代替財源の一つとして、法人事業税の外形標準課税適

用拡大を検討しています。資本金１億円以下の中小企業も外形標準課税の対象とすると、

従業員への給与総額や資本金が新たな課税対象となります。中小企業にとっては、地域で

の雇用維持が難しくなり、負担は増します。北海道の中では比較的景況が安定していると

される十勝でも例外ではありません。

消費税増税に引き続き、外形標準課税等の増税の連続は、経営の意欲を損なうおそれが

あります。しかも、増税の理由が、法人税減税の代替財源だと聞くに及び、全く理解でき

かねることです。

このような増税は、景気回復の芽を摘み、地域での生活を奪いかねません。道内企業数

の９９.８％、雇用者数で８３.３％を占める中小企業に対する賃金課税である外形標準課

税の適用拡大に強く反対し、中小企業と地域経済に大きな打撃を与えるこのような増税は

行わないよう要望します。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。

平成２７年３月、北海道足寄郡陸別町議会議長宮川寛。

以上であります。

○議長（宮川 寛君） 提出者の村松議員から趣旨説明を求めます。

○６番（村松正敏君）〔登壇〕 ただいま局長が朗読しました外形標準課税の適用拡大に

反対する要望意見書について説明させていただきます。

さきの税制調査会では、法人税減税の代替の財源の一つとして、法人事業税の外形標準

課税適用拡大を検討しています。これまで適用外であった資本金１億円未満の中小企業に

も外形標準課税を適用対象とする内容です。従業員への給与総額や資本金が新たな課税対

策となり、道内企業の９９.８％、雇用者数では８３.３％を占める中小企業に対する賃金

課税でもあります。雇用を通じて地域経済を支えている中小企業のほとんどが負担が増

し、雇用維持が難しくなってきます。北海道の中では比較的景気が安定している十勝地域

においても例外ではありません。十勝では雇用のほとんどを中小企業が担っています。

昨年４月の消費税増税に引き続き、外形標準課税等の増税の連続は、経営意欲を損なう

おそれがあります。従業員の賃上げや労働条件の改善に取り組むことで精一杯の努力を重

ねてきた中小企業の努力を奪う増税には、断固反対するものです。

地方自治法第９９条の規定により意見書を提出するものであり、議員の御理解と御賛同

をお願い申し上げ、説明といたします。

○議長（宮川 寛君） お諮りします。

本意見書案については、質疑討論を省略し、直ちに採決したいと思います。御異議あり

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認め、意見書案第１号を採決します。
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意見書案第１号「外形標準課税」の適用拡大に反対する要望意見書の提出については、

原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、意見書案第１号は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第１０ 意見書案第２号ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る意見

書の提出について

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第１０ 意見書案第２号ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉にかかわ

る意見書の提出についてを議題とします。

事務局長に意見書の本文を朗読してもらいます。

○事務局長（吉田 功君） 朗読させていただきます。

ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉にかかわる意見書。

ＴＰＰ交渉については、大筋合意に向けて、閣僚会合や首席交渉官会合、日米２国間協

議などが断続的に行われております。

また、交渉内容については、米の特別輸入枠設定や牛肉、豚肉の関税引き下げなどが報

じられており、引き続き予断を許さない状況が続いております。

ＴＰＰ協定は、農業だけの問題ではなく、国民一人ひとりのくらしや地域社会の将来に

極めて大きな禍根を残す問題であり、国民的な議論のないまま交渉を進めることは、決し

て国益にかなうものではありません。

このため、これまで多くの国民や道民、そして地方議会は、ＴＰＰ協定交渉への参加に

反対や慎重な対応を強く求めてきました。

ついては、次の事項を強く要望します。

記。

１、政府は、平成２５年４月の衆参両院農林水産委員会における決議「環太平洋パート

ナーシップ（ＴＰＰ）協定交渉参加に関する件について」を遵守するとともに、決議が遵

守できない場合は、ＴＰＰから脱退すること。

２、ＥＰＡ・ＦＴＡ等すべての国際貿易交渉において、重要品目等の関税等、必要な国

境措置を維持すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。

平成２７年３月、北海道足寄郡陸別町議会議長宮川寛。

以上であります。

○議長（宮川 寛君） 提出者の古田議員から趣旨説明を求めます。

○２番（古田英一君）〔登壇〕 ただいま事務局長が朗読しましたＴＰＰ交渉等国際貿易

交渉にかかわる意見書案について、提案理由を申し上げます。
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今回の意見書案は、ＴＰＰ交渉においては、国会決議を遵守してもらうこと、また国民

一人ひとりのくらしを守り、国民の利益や豊かさにどう結びつくかが見えない場合は脱退

することを強く要望するものであります。

陸別町としては、一貫して反対の姿勢を明確にしており、陸別町の産業に与える影響は

甚大で、地域経済が成り立たなくなると試算されております。

以上のことから、本意見書を今回の宛先に対し、提出しようとするものでありますの

で、御理解をいただき、御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げまして提案

理由といたします。

○議長（宮川 寛君） 本件については、陸別町農業協同組合代表理事組合長からの請願

がありますが、会議規則第９２条第２項の規定に基づき、委員会付託を省略することにつ

いてお諮りします。

委員会付託を省略することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認め、委員会付託を省略します。

次に、お諮りします。

本意見書案については、質疑討論を省略し、直ちに採決したいと思います。

御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認め、意見書案第２号を採決します。

意見書案第２号ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉にかかわる意見書の提出については、原案の

とおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、意見書案第２号は、原案のとおり可決されました。

次に、請願第１号について申し上げます。

同趣旨の意見書案がただいま可決されましたので、請願第１号ＴＰＰ交渉等国際貿易交

渉にかかわる請願書については採択されたものとみなすことにしたいと思います。

御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認め、請願第１号については採択されたものとみなす

ことに決定しました。

────────────────────────────────────

◎日程第１１ 意見書案第３号農協関係法制度の見直しに関する意見

書の提出について

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第１１ 意見書案第３号農協関係法制度の見直しに関する意
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見書の提出についてを議題とします。

事務局長に意見書の本文を朗読してもらいます。

○事務局長（吉田 功君） 朗読させていただきます。

農協関係法制度の見直しに関する意見書。

昨年６月、政府は規制改革実施計画を閣議決定し、ＪＡグループに自己改革を求める内

容を示しました。

これを受け、ＪＡグループ北海道は、１１月にＪＡグループ北海道改革プラン（実行計

画指針）を策定し、組合員の所得向上と農村地域の活性化による持続可能な北海道農業と

豊かな地域社会の実現を目指し、自己改革の具体的実践に着手したところです。

また、年明け以降、与党、政府内での検討が進められ、去る２月９日に農協法制度の骨

格案が決定されたところですが、最終的な法案の制定までは、継続的な意見反映が必要で

あります。さらに、生産現場などからも、ＪＡグループ北海道の自己改革が尊重されない

農協改革では、農協系統組織の持つ機能が損なわれ、本道農業や地域の持続的発展に支障

を来すおそれがあるとの懸念の声が上がっております。

ついては、今後の農協関係法制度の見直しに当たっては、次の事項を要望します。

記。

１、食料の安定供給、地域の振興について、農協法の目的に明確に位置づけし、事業目

的の見直しに当たっては、協同組合の基本的性格を維持すること。

２、准組合員は、農業や地域経済をともに支えるパートナーであり、人口減少への対応

や雇用の創出など地方創生のためにも、准組合員の利用制限は行わないこと。

３、ＪＡ、連合会の協同組合としての事業、組織を制約する一方的な事業方式、業務執

行体制、法人形態の転換等は強制しないこと。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。

平成２７年３月、北海道足寄郡陸別町議会議長宮川寛。

以上であります。

○議長（宮川 寛君） 提出者の多胡議員から趣旨説明を求めます。

○３番（多胡裕司君）〔登壇〕 農協改革にかかわる意見書ということで、ただいま局長

が朗読したとおりの内容でございます。今回の農協改革の争点は全国農業協同組合地方会

の監査体制と准組合員の事業利用規制であります。全中の監査自体は陸別農協における大

きな影響はさほどないものと考えますが、公認会計士への監査依頼となると農協は業務監

査及び会計監査の二通りでございます。その中で、公認会計士への依頼になりますと、現

在、陸別町農協が負担している地方会の負担額は４００万円程度でございますが、公認会

計士による監査体制となるとおおよそ４０日以上の日数と約１,０００万円程度の費用負

担が発生するということになっております。また、准組合員の利用規制は今回見送られる

こととなりましたが、当町農協の准組合員数は１８３戸、２０４の個人、団体となってお

り、過去に農家をされていた方、また一般町民、また職員らが中心となっております。主
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に預金、共済、資財の給油所で農協を利用しており、また各種車のローン等おおむね２５

％程度の利用があります。農家戸数が減少する中、これらの事業利用は農協にとっても大

きなウエートを占めており、員外利用を含めますとさらに大きな割合となります。

現在、当町の農家戸数は９５戸で、農協職員は５０名程度となります。ほかに関連の企

業、機関を含めると、多くの方々が農協とかかわりを持っております。事業利用規制によ

り、農協の経営、収支が悪化すると農協合併の可能性も否定できず、さらなる人口減少が

加速することも考えられます。

当町では、農協に集結する方々がさまざまな役割を担っており、今までも、これからも

しっかりとその地位を守り生活をしてもらわなければ地域の疲弊につながります。

これらのことから、地域の実情を理解せず、都会の画一的な議論で行う農協の改革につ

いては、断固として反対しなくてはなりません。どうか、議員各位の御理解をよろしくお

願いいたします。

○議長（宮川 寛君） お諮りします。

本意見書案については、質疑討論を省略し、直ちに採決したいと思います。

御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認め、意見書案第３号を採決します。

意見書案第３号農協関係法制度の見直しに関する意見書の提出については、原案のとお

り決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、意見書案第３号は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第１２ 委員会の閉会中の継続調査について

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第１２ 委員会の閉会中の継続調査についてを議題としま

す。

議会運営委員会の委員長から、会議規則第７５条の規定による申出書のとおり、閉会中

の継続調査の申し出があります。

お諮りします。

議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、委員長からの申し出のとおり、議会運営委員会の閉会中の継続調査とする

ことに決定しました。
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────────────────────────────────────

◎閉会の議決

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） お諮りします。

本定例会の会議に付された事件は、すべて終了しました。

会議規則第７条の規定により、本日で閉会したいと思います。御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、本定例会は、本日で閉会することに決定しました。

───────────────────────────────────

◎閉会宣告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） これで、本日の会議を閉じます。

平成２７年陸別町議会３月定例会を閉会します。

閉会 午後 ２時３２分


